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１．議事日程（令和３年第１回北広島町議会定例会）

令和３年２月５日

午前１０時開議

於 議 場

一般質問

≪参考≫

２．出席議員は次のとおりである。

３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

日程第１ 一般質問

山 形 しのぶ 北広島町のスポーツ支援や発展に向けての取り組みを問う

梅 尾 泰 文 特定空き家の撤去等の対処は

服 部 泰 征 ①新型コロナワクチン接種の運用は

②エッセンシャルワーカーの重要性

美 濃 孝 二

真 倉 和 之

①芸北のＪＡ店舗廃止に町は何もしないのか

②利用しやすく喜ばれる北広島町まちづくりセンターに

③コロナから命と暮らしを守り抜くために

①きたひろＤＸチームは、コスト削減と財政健全化にどう取り

組まれるのか

②自治体と地域社会の未来についての考えを聞く

１番 湊 俊 文 ２番 美 濃 孝 二 ３番 真 倉 和 之

５番 敷 本 弘 美 ６番 森 脇 誠 悟 ８番 山 形 しのぶ

９番 亀 岡 純 一 １０番 梅 尾 泰 文 １２番 服 部 泰 征

１３番 伊 藤 淳 １４番 中 田 節 雄 １５番 大 林 正 行

１６番 濱 田 芳 晴

な し

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 中 原 健 教 育 長 池 田 庄 策

芸北支所長 清 見 宣 正 大朝支所長 竹 下 秀 樹 豊平支所長 細 川 敏 樹

危機管理課長 野 上 正 宏 総 務 課 長 畑 田 正 法 財政政策課長 植 田 優 香
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５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 坂 本 伸 次 議会事務局 小 川 友里江

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 議

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（濱田芳晴） おはようございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、議

場内においても原則マスクを着用することとしております。マスクをしたままで議事進行させ

ていただきます。質問及び答弁を行う際もマスクをしたまま、はっきりと発言するよう努めて

ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。ただいまの出席議員は１３名です。定足数

に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付し

たとおりです。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 一般質問

○議長（濱田芳晴） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。質問時間は３０分です。質

問及び答弁においては、マイクを正面に向けて簡潔に行ってください。８番、山形議員の発言

を許します。

○８番（山形しのぶ） ８番、山形しのぶでございます。さきに通告しております北広島町のスポ

ーツ支援や発展に向けての取組について伺います。広島県を拠点とする活動をしているプロや

企業スポーツは、全国的に見ても大変多くあります。広島東洋カープ、そしてサンフレッチェ

広島、ＪＴサンダーズやコカ・コーラウエストレッドスパークスなど、多くのチームが広島で

活動しています。スポーツから得られるものには、感動や前向きな気持ちなどが大変多くあり、

その気持ちは選手だけでなく、応援し、支えるものも感じられる良さがあります。平成２８年

社会生活基本調査で、広島県は、生のスポーツを観戦しているという人が全国で１位になって

いました。日々の生活の中にスポーツが身近な環境にあるということが証明されています。ブ

ランド総合研究所が行いました最新版都道府県の愛着度ランキング２０１８では、広島県は５

位となっておりました。郷土愛が強い広島人が多いのは、地元スポーツから広島の良さを感じ

管 財 課 長 高 下 雅 史 まちづくり推進課長 沼 田 真 路 税 務 課 長 矢 部 芳 彦

町 民 課 長 槇 原 ナギサ 福 祉 課 長 芥 川 智 成 保 健 課 長 迫 井 一 深

農 林 課 長 宮 地 弥 樹 商工観光課長 中 川 克 也 建 設 課 長 川 手 秀 則

上下水道課長 砂 田 寿 紀 消 防 長 日 田 靖 成 学校教育課長 植 田 伸 二

生涯学習課長 西 村 豊 会計管理者 畑 田 朱 美
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ている人が多いからではないでしょうか。我が北広島町を拠点にスポーツ活動を行っている団

体も大変多くあります。子供たちの野球やサッカー、ソフトバレー、そして体操、卓球、ダン

スなど本当に多くのクラブチームのほかに、全国でも活躍する選手のいるスキー競技、世界的

に活躍しているどんぐり北広島ソフトテニスクラブやパラ陸上の白砂匠庸選手、アンプティー

サッカーの活動拠点でもあります。また、春の選抜甲子園第９３回選抜高校野球大会には新庄

高校の出場が決まりました。新庄高校というと、野球というのがすぐに全国でも頭に浮かぶほ

ど有名な学校となっています。また、今年開催予定の東京オリンピック・パラリンピック競技

大会に向けて白砂選手の応援やドミニカ共和国のホストタウンでも北広島町はあります。

昨年９月の広島県民だよりでも、みんなの笑顔をつなぐスポーツでまちを元気に！と、表紙に

も北広島町が紹介をされておりました。長期総合計画のスローガンでもある感動と活力を生み

出すことを目的に多くのスポーツ活動に支援を行っていますが、行政の支援や活動が明確でな

い部分もあり、町民に広く思いが伝わっていないように感じる部分もあります。昨年、全国高

校駅伝で、男女アベック優勝した世羅高校のある世羅町では、教育委員会のホームページに駅

伝の町世羅と案内されており、陸上競技の大会案内も掲載をされていました。以前、世羅町の

人と話をしたときにも、すぐにおっしゃったのが、あっ世羅出身なんです、駅伝の世羅ですと、

行政でない方も話をされているほど、世羅町駅伝というのが結びついています。ここ、この場

所で応援、活躍をしている北広島町のスポーツをいま一度確認をし、現在の支援状況や今後の

活動支援が行政はどのように考えているのでしょうか、伺いたいと思います。まず、最初の質

問です。北広島町で活動している主なスポーツ団体、選手、本当にたくさんあると思いますが、

いま一度確認のため、ホストタウン事業を除いて伺います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） 北広島町内には、スポーツにおいて活躍している選手及び団体が数

多くございます。世界を舞台に活躍をしている選手、団体ということでは、世界パラ陸上競技

選手権大会２０１９、こちらに出場されましたやり投げの白砂匠庸選手、また、アジア大会や

世界選手権大会において金メダルを獲得されました、どんぐり北広島ソフトテニスクラブがあ

ります。全国大会や中国大会、こちらへ出場している競技や団体、こちらでは、野球では、先

ほどありましたように、甲子園の出場を決めておられます新庄高等学校、そしてカープジュニ

アに選出され、プロ野球１２球団ジュニアトーナメントへの出場、またアルペンスキー、クロ

スカントリースキー、体操、小学校交通安全自転車では、毎年全国大会へ出場し、入賞もされ

ております。そのほかサッカー、スノーボード、駅伝、剣道、ソフトテニス、ゴルフなど数多

くの競技で全国大会や中国大会へ出場し、活躍をされています。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 今、課長から世界的、そして全国的、中国大会という形でも活躍している

選手やチームの話をしていただきました。また、そのほかにも本当に様々な団体もありますの

で、先ほどサッカー、野球、テニス、体操、卓球なども紹介をさせてもらいましたが、本当に

そのほかにも柔道、剣道という形でたくさんのクラブチーム、子供たちも活躍していると思い

ます。全てを紹介するというのは難しいと思うんですが、そういった選手や団体の活動場所、

そして活動状況について伺います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） 選手、団体の活動場所としましては、４地域にあります運動公園施
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設、それからスキー場、学校のグラウンドや体育館、民間クラブで経営されている施設など、

町内にある様々なスポーツ施設をそれぞれの競技団体が活動拠点にされています。パラ陸上の

白砂選手におきましては、延期となりました東京パラリンピックの出場条件とされる世界ラン

キング６位以内、こちらを目指して国内で行われている大会に出場をされています。ふだんは

大朝Ｂ＆Ｇ海洋センター、大朝地域づくりセンターのトレーニングルーム、そういったところ

で基本的なトレーニングを行い、やり投げの専門的な技術習得、実戦練習におきましては、東

広島の西条農業高等学校で行っておられます。また、どんぐり北広島ソフトテニスクラブ、こ

ちらにおきましては豊平総合運動公園を拠点に練習を行っています。現在の活動状況について

ですが、今期の冬季の国体スキー競技会なども中止になるなど、国内外の主要な大会の中止、

延期が相次いで、試合がなかなかできないというような状況になっています。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 今、課長から答弁がありましたように、本当に様々な大会が今、延期、中

止になっている状況です。スポーツ選手のモチベーションとしては、やはり目指すものがある

からこそ頑張れるものがあると思うんです。日々の練習を頑張ることで身につくものもありま

すし、仲間との協力というのも練習の中で得ることがあると思いますが、やはり選手、プロ、

またスポーツをしている者としては、結果を目指して頑張っている中で、喜びや感動、それか

ら課題に向けて立ち向かっていく力というのがつくと思うんです。今、大変延期などで選手の

モチベーション、オリンピック選手もそうですが、モチベーションを保つのが大変だと言われ

ています。そのモチベーションが下がっていく大会延期という状況がある中で、北広島町が今、

頑張らなくてはいけないという部分は、やはり支援という部分だと思うんです。次の質問にも

つながるかと思うんですが、選手や団体に対して北広島町が行っている支援事業というものは、

どのようなものがありますでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） 北広島町が行っております支援ということでございますが、北広島

町スポーツ大会参加助成金といたしまして、全国大会に参加する個人に１万円、そして団体へ

５万円、また全国高等学校野球選手権大会、選抜高等学校野球大会の出場におきましては３０

０万円を限度として助成をしているところです。平成３１年度から本町のスポーツ振興を牽引

していくシンボル的なトップアスリート、こちらの活動をふるさと納税を活用しました交付金

により支援するトップアスリート支援事業を創設をしております。現在は、パラ陸上やり投げ

の白砂選手、そしてどんぐり北広島ソフトテニスクラブを認定をしているところです。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 今、支援の状況というのを伺いました。スポーツ大会の助成金という形で、

個人が１万円、団体が５万円というのは非常に少ない額かなとは思います。全国に行く場合に

なりますと交通費、また宿泊費、また練習場所というふうに考えると、とても補えるような状

況ではないかなと思います。全てをしてもらうというつもりはアスリートの方もないと思いま

すが、もう少し支援があってもいいかなと思うんですね。特にスキー競技、先ほども話があり

ましたが、この北広島町では全日本スキー連盟のジュニアチーフコーチをされている方や、ま

たスノーボードの競技ジャッジのＡＫライセンス、もう日本人で唯一１人、そのライセンスを

持っている方もいらっしゃいます。そういったスポーツを支える方に対しての支援というのは

選手でない場合はないんでしょうか。すみません、こちら通告外になりますが、もしあれば伺
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います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） 確かに選手を支えるという意味ではコーチとか、そのほか資格を持

った方というのは非常に大切な存在になってまいります。しかし、現在のところは選手への助

成のみとなっているところでございます。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 選手のみという形で、支える側というのもなかなか支援してもらいたいな

とは思います。また、次の質問にもなるんですが、今、個人１万、団体５万、選抜で３００万

限度やふるさと納税という形で様々な支援状況、支援事業について答弁がありましたが、その

支援事業を行う理由、また、その支援事業で町民が得たと感じるもの、また今後、町民に得て

もらいたいと考えているものというのは、どのようなものがあるとお考えでしょうか。伺いま

す。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） トップアスリート支援事業は、スポーツを通じまして、北広島町の

認知度の向上、そして地域コミュニティの活性化など促進することを目的としています。また、

北広島町スポーツ大会参加助成金、こちらでございますが、北広島町内で活動しますスポーツ

選手が優秀な成績を収め、県もしくは中国地方の代表として、全国大会や国際大会に出場する

ことを助成するものでございます。全国大会に出場することは、選手の自信や誇り、遠征費な

ど競技活動の一助にもなっていると思っています。町民の皆様も全国や世界で活躍するアスリ

ートの姿から夢や感動を得ることができ、また、選手たちを支える地域の活力を生み出してい

るものと感じています。今後もより多くの町民の皆様が応援する機運、これを高めていけるよ

う努めてまいりたいと思っています。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） また今、町民が得た気持ち、得てもらいたい気持ちもお話がありました。

選手が自信や誇りを持って頑張っていくその姿を応援していく、また夢や感動、活力を感じら

れるようにというふうに答弁がありました。町の認知度とか地域のコミュニティというのは、

様々な場面で、どん北の選手が振り袖を着せていただいた、その様子が新聞に出たところも、

本当に、あっ、こういった地域で支えているんだなというふうに感じる方もたくさんいらっし

ゃったと思います。ちょうど保育園がプール、保育園自体のスイミング教室に行ってるときに、

子供たちが言っていたのが、金メダルの人に俺たちは水泳を教えてもらっているんだよという

ふうに小さい子が言ってました。情報で見たんだと思うんですね。金メダルを取っている選手

に僕たちは水泳まで教えてもらえているんだよ、テニスもあの人は上手なんだよねという話を

しているということというのは、もしかしたら、そこまで大きなことではないと思うんですが、

子供たちの中で、金メダルの人に教えてもらったという経験は、絶対胸に残っていると思いま

す。そういった感動というのは、もっと広げてもらいたいと思いますし、どん北の選手の試合、

私事になるんですが、うちの母は、この北広島町に住んでいないんですが、応援に行くんです。

行って、頑張っている姿を見るだけで涙が出るよというふうに、あと地域の人の応援のあの雰

囲気がとても好きで行かせてもらっているんだというふうに言ってるんですが、そういった形

で、元気をもらうこともできるとは思うんですね。大変スポーツというので得るものというの

が多くあるんですが、あるんですが、すごくもったいない気がするんです。様々な団体の活動
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がある、そして多くのところに支援をしていきたいと思っているからこそだと思うんですが、

全てが中途半端な形になっているので、もっと全面的に応援してもらいたいと思う方もいらっ

しゃれば、そこにそういった応援は要らないんじゃないだろうかと思う方もいらっしゃったり、

うちにはもっと応援の気持ちを届けてもらいたいと思う方もいらっしゃったり、そこの認知度

というところで考えるんなら、特にいいんじゃないのというふうに考える方もいらっしゃると

思うんです。スポーツを応援するというのはすごく難しいとは思うんですが、今、最初に、今

の質問の中で認知度という言葉がありましたので、続いての質問にもつなげて伺いたいと思い

ます。スポーツを通じて地域の活性化や健康の増進など、スポーツ団体の力というのは大きく

広まっているように感じています。元気づくり体操にしても、もういろんなところの元気をつ

なげられるように、スポーツというところから幅広く活動されていらっしゃるところにも本当

に頭が下がる思いです。しかし先ほどおっしゃいました、認知度の向上には行政の取組という

のがまだ必要だと感じています。行政が取り組めると思っていること、そのほかには何がある

とお考えでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） スポーツを通じまして本町の知名度を上げていく、そのため

には、町内で活躍されているスポーツ団体や個人の情報、スポーツに関連した様々な活動を魅

力ある地域資源として捉え、情報の一元化を図り、多様なツールを活用して町内外に広く情報

を発信していくことが重要であるというふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 今、まちづくり推進課長から答弁がありました。広島県民だよりにもまち

づくり推進課の皆さんの笑顔と、そしてどんぐり北広島を応援してらっしゃる皆さんの笑顔が

しっかりと表紙にも出ておりましたので、多くの皆さんにそういったことは知っていただいて

いるとは思うんです。ただそこが、町民がそういった思いを感じられるようになるにはまだま

だ必要な部分があると思うんですね。広島県の第２期広島県スポーツ推進計画というのを拝見

しましたら、第５章の目標達成に向けた施策という形で、スポーツを通じた地域経済の活性化

という箇所があります。そこの箇所に２枚の写真と地区が紹介してありまして、先ほど私が話

しました世羅町の駅伝、そして北広島町のソフトテニス、この広島県を代表するホームページ

の中にも、この２つの町が地域を通じた経済活性化という場面で出ているほど、広島県も応援

してくれていると思うんです。なので、もっともっと北広島町の行政が取り組むことというの

は、活躍だったり、いろんなとこでツールで紹介したりというのがあると思うんですが、どう

ですか、そういったところにやはり経済状況が厳しいところもあったりするので、もっと経済

的な支援もできにくかったりとか、あと応援するのに様々な団体を応援していきたいというこ

とで悩むことがあったりとか、そういった状況というのはあるんですか。まちづくり推進課の

中で、この競技を応援していきたいからこそ、この競技をもっと力入れていきたいとか、今、

考えていらっしゃることであれば伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 町内には、各地域において広く様々な取組、スポーツで活躍

されている方がおられます。そういった方々をしっかりと情報発信させていただきたいという

ふうに思ってます。先ほどお話ありましたソフトテニスもそうですし、今回、選抜高校野球大

会に選ばれました新庄高校もそうですし、スキーも国体選手等々出ております。そういったと
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ころをしっかりと、とがった形ではないかもしれませんけども、広く支援を、支援といいます

か、応援をさせていただきたいというふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 今、答弁にありました支援というのは気持ちの部分ですか、それとも財政

的な部分でもっと支援をしていきたいという考えが持っていらっしゃいますでしょうか。伺い

ます。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 可能であれば、そういった資金的な部分も取組をさせていた

だきたいと思います。現在、先ほど生涯学習課長が申し上げましたアスリート支援、そういっ

たものも活用しながら、しっかりと地域で支えていくシステムをつくっていきたいというふう

に思います。特にスポーツについて言えば、やはり見る、支える、する、というところがある

と思いますので、その支えるという部分を地域で取り組むということを今後、力を入れていき

たいというふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 支えるという部分というのは本当に地域の力が大きいと思います。応援を

してくださっているからこそ頑張れる力にもつながっているとは思います。続いての質問にも

つなげたいと思いますが、地域の資源と呼ばれるスポーツを活用した地域づくりというのが求

められています。現在の北広島町のこういったことに対する課題というものはどういったもの

でありますでしょうか。伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） スポーツが持つ力を生かしたまちづくりについて、しっかり

と町民の皆様方に説明を行い、情報の共有を図り、協働の取組としていくことが重要である、

課題であるというふうに考えております。さきの質問にもありましたが、本町におきましては、

各地域において様々なスポーツが取り組まれております。それらのスポーツ団体や選手の活躍

により、地域住民には地域への誇りが醸成されております。また、それらの活動を支える地域

住民の自主的・主体的な活動は地域コミュニティを活性化させるとともに、交流関係人口の拡

大による地域産業の活性化へとつながっております。これらの効果を広く発展させていくため

に目指す将来像や取組の理念、施策の方向性など、町民の皆さんに分かりやすく説明させてい

ただき、スポーツによるまちづくりに協働で取り組んでまいりたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 非常に様々な観点から答弁頂けたかと思います。答弁の中で、情報を共有

していきたいという話がありましたが、この情報共有がどういった方法で考えていらっしゃい

ますでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 複数のＳＮＳの活用はもちろんですけども、マスメディアへ

の情報提供、そういった形で広く情報の発信に取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 本当にＳＮＳ活用というのは、今はもう幅広くされていると思います。こ

ちらのスポーツとは違いますが、北広島町の観光に対してもＳＮＳが、いつぐらいからですか
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ね、すごく面白い情報に変わってきたなというふうに思います。ＳＮＳだと読みたくなる、見

たくなるというふうに、一回見てしまうと、次はどんな情報が来るんだろうという形で、どん

どんどんどん見てもらえる人というのは増えてくると思うんですね。その発信の仕方というの

は、とても上手だと思うんです。ここたくさん、先ほども話がありましたが、たくさんの競技

があるからこそ情報発信というのが難しくなっている部分あるんじゃないかなと思うんです。

例えば世羅町にしたら、大会がこんなふうにありますよという案内がありました。もう世羅は、

駅伝のイメージだから、駅伝の大会が出ているのが当たり前だなと思うんです。ただ、北広島

町もちょっと変わった方向で、もっと広めていくのがあるんじゃないかなというふうに思うの

が、広島県がすごくうまくやってるのが、何年か前に、広島県の紹介は、惜しい広島県という

形で出したんですよね。惜しい、何もかもいま一歩で惜しいというので出したことだったり、

緊急事態宣言で帰省するのを、もう帰ってこんでええけえねという広島弁をバンと出したこと

で、あっこういうことがあるんだなというふうに出たと思うんです。なので、北広島町は、こ

れだけたくさんの世界的、また全国的、また小さなスポーツ団体も活躍をしているので、ちょ

っと視点を変えた発信の仕方もあると思ってまして、これだけのスポーツに、この人口の中で、

こんなにスポーツ楽しんでいる地域があるのか、みたいな形で出して、今こんな活動している

よ、というのをもっと分かりやすい情報発信、ちょっと違う側面から広めていくというのがで

きるんじゃないかなと勝手に思ってます。情報発信というのがありますので、情報発信の仕方

をいま一度考えていただけたらと思います。次の質問にいきます。課題解決に向けて、今後の

方向性や具体的な取組について伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 情報発信の充実や地域の活性化、地域産業の活性化など、ス

ポーツを活用した総合的なまちづくりを推進するためには、行政組織内の横断的な取組や民間

企業及び関係団体との連携を強化することが必要であるというふうに考えております。現在

様々な団体や組織、そのつなぎ役としての役割を担う組織体制の構築について検討を進めてお

ります。新たな組織体制では、外部人材の活用によります事業効果の拡大やスピーディーな事

業展開により、町民に幸福感や満足感を感じていただける取組を行っていきたいと考えており

ます。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 組織体制をしっかり整える横断的関係団体が連携をしてというふうに答弁

を頂きました。課題というふうに上げますと、先ほど少し質問もしましたように、財政的な支

え、経済的な支援、資金的なものの支えというのも、もっともっと必要ではないかなと思うん

です。今、外部人材という話がありましたが、各様々なスポーツ団体というのは、ほぼボラン

ティアで指導者も行っているという状況です。そういった方々というのは、本当にお金じゃな

く、子供たちの頑張り、またその姿を見ることで、支えるという側、その気持ちを大きく持っ

ていらっしゃる方は、ボランティアでも指導されていらっしゃると思います。でも、そこにい

つまでも甘えていてはいけないと思うんです。それだけ頑張ってくださっている方々に、まだ

支援ができる場面もあると思っています。私も勉強不足だったので、ちょっと別な方からお話

伺って、あっそういった方法もあるなというのは思ったんですが、今、中学生でいいますと、

部活動、それからクラブチームとの連携というのも、今から考えていくというのがあります。

中学校の部活動が外部指導者という形で今募集もありますが、クラブチームとの連携というの
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も考えていく必要もあるのではないかと思っています。続いての質問に進みます。ホストタウ

ン事業を行っている理由をいま一度伺います。また、現在までの交流などで、北広島町が得た

と感じられるものは一体何がありますでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） ホストタウン事業でございますが、日本国内の自治体、そして東京

オリンピック・パラリンピック競技会に参加する国、及び地域の住民などがスポーツ、そして

文化、経済などの様々な分野で交流することを通じまして、地域の活性化などに生かして、末

永い交流を実現することを目的とした取組で、令和２年１２月２５日現在で全国で５１３の自

治体がホストタウンとして登録をされています。本町におきましては、ドミニカ共和国のホス

トタウンとして柔道競技と陸上競技の事前合宿を受け入れております。未来を担う子供たちの

夢と希望を与えるとともに、町のスポーツの発展と健康増進を図ることなど、町ににぎわいと

活力を生み出すことを目的としています。これまで平成３０年度、令和元年度の２回になりま

すが、ドミニカ共和国の柔道ナショナルチームの事前合宿の受入れを行っております。児童生

徒など町民の皆さんとの交流を進めておりまして、ふだんはなかなか触れることのできない異

文化交流、またトップアスリートとの交流など貴重な機会となっていると思っております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 本当に貴重な経験をさせていただいたと思うんですが、今、コロナ禍の状

況によりまして、先ほどありました５１３自治体も大変難しいホストタウン事業、関わりが難

しくなっているという状況があります。この北広島町のホストタウン事業の現在の状況はどの

ようになっていますでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） コロナの影響が多分にあります。今年度は事前合宿の受入れ、そし

てきたひろスポーツフェスタなど、数多くの関連事業が延期や中止となっておりまして、選手

との直接の交流はできておりません。そのような中なんですが、ドミニカ共和国を含めました

中南米の大使館が主催されます友好式典へ町長がオンラインで参加したり、また、町内の医療

機関へドミニカ共和国からコーヒーが送られてまいりました。お互いの友好関係は親密になっ

ていると思っています。また、広島東洋カープに協力を頂きまして、ドミニカ共和国出身のフ

ランスア選手、クレート通訳とのオンラインによる町内の小学校との交流を実施したところで

ございます。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） ホストタウン事業が難しい状況でも様々な取組というのがされているとい

うのが分かりました。いろんな事業、本当にコロナ禍で様々なものというのが中止になったり、

もうできなくなったりする、諦めの部分もあると思うんですが、そこは諦めではなく、どうい

った形ができるだろうか、そしてお金をかけずにできること、子供たちの交流というのは心の

部分だと思うんですね。経験の部分で考えていただいているかと思います。ですがまだ、今か

らのオリンピックの開催の是非も分からない状況です。ホストタウン事業の今後の方向性や取

組について伺います。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） 東京オリンピックの延期決定に伴いまして、昨年４月に外務省在ド

ミニカ共和国日本大使館の大使を通じまして、ドミニカ共和国の柔道と陸上の両連盟会長と協
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議を行いまして、本町とのホストタウン事業につきましては１年延長するとの合意を得ている

ところです。なお、今年７月のオリンピック事前合宿の受入れに向けては、より個別具体的な

感染防止対策など、相手国にも制限やルールを徹底することが大会組織委員会から求められて

います。それらの事項について、各競技連盟と引き続き協議を行ってまいります。なお、事前

合宿の受入れが困難になっても何らかの形でつながりを継続したいと考えておりまして、選手

以外にも駐日ドミニカ共和国大使館や日本外務省在ドミニカ日本大使館、現地の日系人協会、

そしてホストタウン事業に協力をいただいております広島東洋カープの球団など、これまでホ

ストタウン事業から生まれました様々なつながり、これを将来のレガシーにしていきたいとい

うふうに思っています。仲間づくり、地域づくりの中で、スポーツの活用を図りながら、実施

率の向上につなげてまいりたいと思っています。町民の皆様には、いろいろなスポーツイベン

トなど、こちらに積極的に参加をしていただければと思っております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） ホストタウン事業の今後について答弁を頂きました。また、最後のあたり

は、町民の皆さんへのお願いの言葉も入っていたかなと思います。何らかの形でというふうに

つながりをというのがありましたが、万が一のことを考えて、ここで答弁頂くのもどうかと思

うんですが、オリンピックがもう開催されないという状況になったときでも、何らかドミニカ

共和国との北広島町とのつながりのイベントを考えていくというお考えでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村 豊） これまでドミニカ共和国とは様々な形で交流といいますか、連絡も

取り合っております。その大きなところでは、やはり東洋カープが全面的に北広島町を支援を

してくださっているところもございます。こういったところを通じて、今後もこのホストタウ

ン事業、こちらを継続をしてまいりたいというふうに思っております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） ホストタウン事業という取り組み始めて数年がたち、なかなかオリンピッ

クが開催かどうか難しい中でも何とかできる方法というのを考えていただけてるかと思います。

支援的に別面から考えれば、ホストタウンにかかる金額というのも大変大きなものであれば、

子供たちの一つ一つの活動に協力はできないだろうかなど思うこともいろいろありますが、で

も、心と経験に勝るものはないとも私は思っています。出会ったこと、それから、この人と一

緒に頑張れたこと、そういった思いというのは今後につながると思いますので、お金ではなく、

心でつながる支援方法というのを今のように考えていただきたいと思います。最後の質問です。

北広島町スポーツ推進計画に定める日本一元気なまち北広島町の実現に向けて、行政、町民が

一体となって取り組んでいくためには、どのようなことが必要だと町長は考えますでしょうか。

町長の所見を頂きたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 町長。

○町長（箕野博司） 本町では、平成２２年３月に北広島町スポーツ振興計画を策定し、日本一元

気なまち北広島町を目指して取り組んできたところであります。平成３１年３月には、トップ

アスリートへの支援やオリンピックホストタウン事業の推進、スポーツを核とした地域づくり

を新たに盛り込んだ一部改定を行っております。この計画は、今年３月末で計画期間が終了す

るため、現在、令和３年度から５か年を計画期間とする第２期スポーツ推進計画の策定を進め

ているところであります。まだ、検討していただいている最中ではありますが、私の思いを少
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し述べさせていただきたいと思っております。これまで取り組んできた体協とか総合型スポー

ツクラブ、地域のクラブチームなどなどいろんな取組をもう一回総括しながら、成果も引き継

いで、さらに充実を図っていきたい。そして楽しさや健康づくりという面も含めて進めてまい

りたいと考えております。また、これまで取り組んできたいろいろなスポーツやラジオ体操、

元気づくり体操など、体を動かすものも広くきたひろスポーツとして捉え、さらには、先ほど

も出ておりましたが、するだけでなく、応援する、支えるといったところも含めて広くまちづ

くりに結びつけてまいりたいと思っております。町民がきたひろスポーツを通じて健康で幸福

感、満足感を感じられる北広島町を目指していきたいと考えております。併せて、自然を生か

したアクティビティやスポーツツーリズム、ヘルスツーリズムなどによる町外からの観光客を

増やし、観光事業の振興なども図っていきたいと考えているところであります。目指す将来像

や理念、施策の方向性などを分かりやすくお示しし、町民の皆さんや関係団体、民間企業、行

政が一体となり、スポーツをキーワードとしたまちづくりに取り組む意識醸成が必要であると

考えております。また、町外にもしっかりと情報発信、魅力発信をしていく必要があると考え

ております。町内外問わず、まず、情報発信、共有していくということが一番大切だというふ

うに考えております。

○議長（濱田芳晴） 山形議員。

○８番（山形しのぶ） 町長から本当に幅広く、様々な充実に向けて答弁があったかと思います。

幅広くやり過ぎて、何もかもが中途半端になるというのが一番、どこにも伝わらない、広がら

ないという状況になると思うんです。スポーツをキーワードにという形でするのであれば、ス

ポーツというのは、スポーツを経験される方は、よく知ってらっしゃると思いますが、目標が

あって、それから自分の成果が目に見えて分かるものであると、もっと頑張ろうという気持ち

になります。全員が何もかも様々な角度からスポーツを楽しめるというのであれば、本当に核

とした形で、こういったのをやりますよという打ち出すだけではなく、ひと月の中で、自分が

歩いた歩数が何歩になったよという、そういう小さなところからでも全員が取り組めると思う

んですね。形だけではなく、今例えば３か月間はスポーツ応援月間です。町民の皆さんは、

様々なジムの使用料は要りません、運動してきてくださいというふうに持っていくか、箱根駅

伝とかが終わった後は、なぜかふだん走ってないのに走りたくなったりするほど、影響される

ことっていろいろあると思うんです。そういったいろんな活動を定期的にインパクトをもって

広げていくとスポーツというのが本当にキーワードとして町民の方に伝わると思いますので、

そういった思い切った行動をしていただけたらなということを願いまして、私の質問をむすび

といたします。

○議長（濱田芳晴） これで山形議員の質問を終わります。ここで質問席の消毒作業を行うため、

暫時休憩をします。５５分から再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １０時 ４３分 休 憩

午前 １０時 ５５分 再 開
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（濱田芳晴） 再開します。次に、１０番、梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） １０番、梅尾泰文であります。さきに通告しております特定空き家の除去

等の対処はということであります。昨年の１２月の定例議会の一般質問で、やはり空き家の問

題を質問したわけでありますが、そのときの質問は、空き家を利用して定住者を増やして、こ

の町の人口を増やして活力を与えていこうじゃないかということでありました。今回は、やは

り空き家の問題でありますけれども、その空き家も危険な空き家、今にも倒壊しそうな空き家

ということで、定義はいろいろあるんでしょうけれども、特定空き家の除去等の対処はという

ことであります。この問題についても何回かこれまでに質問もさせていただき、対処もいろい

ろとしているよということでありました。本来家屋というのは、それぞれの所有者があり、そ

の所有者が維持、管理をしていくという責任を持つわけでありますけれども、それがなかなか

こちらに住んでいないよというふうなことも含めて、近隣住民の方に不安や迷惑をかけている

という状況があるということであります。空き家になっても、所有者が亡くなって空き家にな

ったというふうな状況がありましたにしても、相続人がふるさとに帰ってきて、あるいは帰っ

てこられなくても空き家を管理をするというふうなことになればいいわけでありますけれども、

それがなかなかままならないという状況もあります。本来、この空き家、危険な空き家であっ

たにしても、家屋であったにしても、行政がとやかく言うようなことでも本来はないわけであ

りますけれども、なかなか行政が関わらないと、危険な状況から現地が改善されないというふ

うなことがあるということで、今回もこのことはどういうふうな形で次に物事が展開していく

のだろうか。なすべき方法があるのだろうかということの質問をさせていただくということで

あります。空き家があるということは、住んでないわけでありますから、この町の人口も合併

したときの人口よりはかなりの人口が減っているのだろうということが想定されるわけであり

ますけれども、そこでまず、合併時のこの町の人口と、現在の人口、旧町ごとにお聞きをして、

さてさて、今１６年たちますけども、どのぐらい減ったのかなということを事前にお聞きをし

てみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 町民課長。

○町民課長（槇原ナギサ） ２００５年（平成１７年）１月末と、２０２１年（令和３年）１月末

の地域ごとの人口でございますが、２００５年、芸北地域２９８３人、大朝地域３４３１人、

千代田地域１万７５２人、豊平地域４４３０人、計２万１５９６人。２０２１年ですが、芸北

地域２０６８人、大朝地域２７０２人、千代田地域１万１７９人、豊平地域３２５４人、計１

万８２０３人です。以上でございます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） ２００５年には２万１５９６人でありました人数が、今年の１月末では１

万８２０３人、引き算をしたら、３３９３人だろうと思いますが、随分の方が、お亡くなりに

なられた方だけではもちろんありませんけども、人口が減っているということです。このよう

な状況を見たときに、やはり空き家はこれから減っていくという状況にはなかなかない。昨年

の１２月に質問しましたように、住める空き家を空き家バンク等に登録していただく、あるい

は個人でお売りになって、定住者を増やしていくというのがこれから先希望、望むわけであり

ますけども、それがなかなかそうはいかない状況、空き家は増えていく、そして管理をするの
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がなかなかままならない、管理する人もいないという状況も考えられるわけであります。そう

いうことになれば、さらにこの町が危険な、あるいは有害鳥獣が我が者のように、クマやシカ

やイノシシやテンや、というふうな動物が増えてくる。あるいは草木が繁茂して、人間が近寄

れないというような状況になってくるだろうということが予想されるわけであります。先ほど

も言いましたように、住んでいなくてもその相続人や身内の方が管理においでになるという状

況があればいいわけでありますが、近所の人たちが、あそこのおうちはおられんようになって

久しいけれども、何とかなりませんかねというのを地域でお話をされたり、身内の方に連絡を

されるわけでありますが、その話をされて伝わるか伝わらないか、伝わったにしても動いてい

ただかなければ結論は同じことであります。果たしてどこへ言えばいいのということでありま

す。区長さんに言うんがええんですか、民生委員さんに言うんがいいんですか、というふうな

こともあるかもしれません。当然役場にもそういうふうな苦情なり迷惑な意見等が、大変だか

ら何とかなりませんかというふうなことも入っているだろうというふうに思います。先ほども

言いましたように、もう一度戻りますけども、本来町がとやかくするようなことではないんで

す。聞いたものを、それこそ土地のあるいは家屋の所有者の方、あるいは身内の方に伝えると

いうぐらいのことはできるかもしれませんが、すぐに取り壊すよというふうなことはできるわ

けでもないわけであります。もう一回戻りますが、そうは言いながらも、その件数は減ってい

かない。行政がやらざるを得んような状況は出てくる。これはこの町だけのことではありませ

ん。他の市町も同じことが言えるだろうなというふうにも思います。２０１４年だったと思う

んですけれども、町内の空き家調査をされて、そのときの報告を受けた件数でありますけれど

も、これは確認なんでありますが、そのときの空き家件数が１，２６０件、利用可能であろう

という件数が７９７件、そして危険な家屋が１５３件、これはちょっとタイムラグがあるとい

うことがあるかもしれませんが、このような数字で今も変わりませんか。お聞きをしてみます。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 過去の数字につきましては、議員ご指摘のとおりでございます。その後

の状況ですけども、令和２年１２月現在、町のほうで把握している数字で申し上げます。空き

家の総数は１１８１件、利用可能が９５４件、危険家屋２２７件でございます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 令和２年での調査が１１８１件、やっぱり気になるのが危険な家屋が２２

７件というふうにありました。私は先ほど１５３件というふうに言うたんですが、これが増え

ているということですね。それは何もせんかったら増えるのは当然でありますが、これも当然、

家屋の所有者の方が何とかしなくてはならないということでありますが、そういう方たちのほ

うに地域の方、あるいは行政がお伝えをしたりしていることが、この２２７件のうちにはある

んですかないんですか。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 議員ご指摘のとおり、付近の住民の方から、あの家はどうなってるんや

ということで、苦情の相談なり受付をしております。その都度対処しておるものもございます。

危険家屋２２７件のうちですけども、全てに対して助言なり指導なりをしているということに

はなっておりません。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） このたびのタイトルは、特定空き家という書き方をさせていただいており
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ますが、全体的には空き家ということでありますが、特定空き家というのは、それこそ本人さ

んに言うたけども、本人さんがそれを壊そうというふうなことまで一歩足が出ない。どういう

理由があるにしろ出ないというようなことがあるだろうというふうにも思うんですけども、危

険家屋というのは、野中の一軒家で危険家屋というのなら行政も崩してねというふうなことは

言うてないかもしれませんが、そうじゃなくて、隣の家に、これ崩れかかるで、あるいは公道

にこけかかるでというような、それこそ身の危険が明日起こるか明後日起こるか、地震が来た

ら絶対潰れるでというふうなことが起こったようなときの場合に危険、特定空き家というふう

な言い方を多分するんだろうというふうに思いますが、そのような件数は、仮に行政が関わら

ないけんような、もちろん一定の手続を踏みながら壊していくというふうなことをするという

ことがあるんだろうと思いますが、この今の２２７件のうち、これまでにそういうふうな代執

行といいますか、執行して崩していった、あるいは崩すための手続を取ってきたというふうな

件数があれば教えていただきたいのと、いや、この２２７件のうちの大方がこのようなことで

すよということなのか、全体的な今イメージを膨らませてみたいと思うんで、よろしくお願い

します。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 空き家のうち特定空き家に指定されるものですけども、周辺への影響度

によりまして判定をしております。保安上危険である、衛生上有害である、景観の阻害の程度

が著しい、放置しておくことで周辺に悪影響を与えるおそれがあると、それらの度合いが甚だ

しい、著しい場合に特定空き家に指定するということになっております。現在町のほうでは、

特定空き家に１１件指定をしております。議員がご質問されました取壊し、代執行の件でござ

いますけども、本町では、これまで行政代執行並びに略式代執行というものは行っておりませ

ん。建設課のほうで空き家総合対策推進事業の中で除却の補助というものを行っておりまして、

それを平成３０年度から取組を始めております。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 以前、特定空き家の件数を聞いたり、私は代執行というの何件かしたのか

なというふうな記憶を持ってたんですが、代執行はないということで、あとは町が崩されるの

へ補助したというのは何件かあるということでいいんですか。もう一回、ちょっとそこのとこ

ろ詳しくお願いします。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 行政代執行と呼ばれるものは、所有者が特定されておりまして、助言、

指導、それから勧告、命令ということを所定の期間をもってお伝えして、命令に従わない場合

に行政代執行というものが行われるわけでございます。これにつきましては、県内でもまだ事

例はないというふうに認識をしております。所有者が特定できない場合に行われる略式代執行

というものが２０１９年４月に県内で初めて廿日市市が行いました。その後、尾道市、福山市、

府中市で行っておりまして、令和元年度末時点で６件、これは広島県空き家対策推進協議会の

調べでございますけども、そういった状況でございます。所有者自らが行う除却に対する補助

実績でございますけども、平成３０年度から始めましたと言いましたが、平成３０年度が４件、

令和元年度が３件、令和２年度が２件でございまして、都合３年間で９件でございます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） これまで９件補助を出したということですが、そのトータルの金額は幾ら
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ですか。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） トータルの金額については、ちょっと手持ちの資料を持ち合わせており

ませんので、後ほどお答えさせていただきます。補助率につきましては、国が１０分の４、町

が１０分の４、地元が１０分の２でございます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 先ほど質問したときに答えていただいた件数の中に１１件というのがあっ

たんですが、１１件と９件との流れというのがつながりにくいんですが、１１件の、もう一回

お願いします。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 特定空き家、先ほどの４つの条件、その程度が著しい、甚だしいという

ことで、周辺に悪影響を与えるというものが特定空き家１１件でございまして、補助を活用さ

れて除却をされたものもございますし、特定空き家になれば、全て除却の補助が受けられるか

というと、そうではございませんで、特定空き家に指定した後に危険度、さらに隣の敷地との

距離でありますとか、隣の建物との距離、それから公の道に接している場合の離れの距離、そ

れぞれの与える影響を勘案して、さらに危険建物ということに指定をしまして、そうなると除

却の補助が受けられるということになります。その際にも危険度判定をいたしまして、助言、

指導から始まって勧告、命令といくんですけども、助言、指導の段階で、自ら資金をご用意さ

れて、除却の補助が受けたいということにつながっているものがこれまで９件あったというこ

とでございます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 了解をしました。先ほど、他の市町で執行された家屋の中に所有者が特定

できないというふうに言われたんですが、所有者が特定できないということは、相続人がおら

れんということだろうと思いますが、それでいいのかどうなのかということをお答えいただく

のと、家屋があるということは、その下に敷地がある。宅地があるということでありますが、

宅地の所有者と建物の所有者が違うという場合に危険家屋であって、倒壊しそうで、いろいろ

な条件の中で、特定空き家に認定されるという条件が仮にあった場合、所有者が違えば、どう

いうふうな段階で物事が進んでいきますか。宅地の所有者に了解もしてもらわにゃいけんでし

ょうし、その上の方にも、当然物も言わにゃいけんでしょう、そういうときにはどういうつな

がりというか、展開になりますか。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 代執行制度でございますけども、空き家が特定空き家と認定された後に

所有者にかわって行政が強制的に解体工事を施工することを指しまして、通常特定空き家に認

定しますと、適切な措置を講じるように助言や指導を行います。しかし期限内に措置を取らな

かった場合は勧告、さらには命令となりまして、最終的には代執行となります。所有者が特定

されていれば行政代執行、特定されなければ略式代執行となります。議員ご指摘の所有者が分

からないときの代執行は略式代執行ということになるんですけども、財産管理制度と呼ばれる

ものがございまして、相続財産管理人制度と不在者財産管理人制度というものがございまして、

相続人が分からなかったりした場合は相続財産管理人制度で、生きてるか死んでるか行方が分

からなかったりするような場合は不在者財産管理人制度というもので、いずれも財産管理制度
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を適用して、これまで先ほど申し上げました廿日市市さんであったり、府中市さんであったり

というものは、そういう財産管理制度を使われて略式代執行を行ったということでございます。

それから土地と建物の所有者が異なる場合のことですけども、土地、建物の所有者が異なる場

合の取扱いにつきましては、それぞれ個別、具体によるものと考えております。空き家特措法

の中では、土地についての文言はほぼ書かれておりませんで、建物に関する記述がメインとな

っております。ただし、隣の家や道路、公道に影響が、建物だけにとどまらず、民家の所有者

に悪影響を及ぼす、例えば対象の土地が道路よりも高い場所にあったり、隣の家よりも高い場

所にあって、それを支える擁壁とか石積みとか、そういうものがもう崩壊し始めているという

ような損壊が著しい場合は、保安上危険となる倒壊のおそれがあるということで、土地につい

ても助言指導、それから勧告、命令という流れになろうかと思われます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 財産管理人の方が誰かを決めて、例えば弁護士さんを決めて、そういう処

分をするというふうなことになるのかなというふうな、全体的な流れは捕まえることができた

んですが、やっぱりもう一回、こういう状況になっている現場に、今からまたもう一回状況を

戻して、それこそ本当に地域で一生懸命、地域を守ろうと思って頑張っている人たちが、その

人たちも高齢化はしてきております。自分のことを一生懸命、自分で老体をむち打ちながら、

頑張っておるんでありますが、そういう生活をしている人たちの近くで家が放置され、庭木が

全く刈られたり切られたりすることなく、カヤが生えて、獣たちがまちに出てきて、クマが出

てくる、イノシシが出てくる、シカが出てくるという状況があって、それこそ夜にごそごそす

るから、懐中電灯持ってライトで照らしてみるというふうなこともされるんでありますが、独

り暮らしでもありますから、出てみるわけにもいかんし、恐いというふうなことが本当に起こ

っています。これは千代田地域でも当然起こっているんです。空き家がどんどん増えていきま

す。住む人が、逆に独り暮らしの人が亡くなったら、今度はその家がひょっとしたら、近所に

ある荒れ放題のお家になる可能性もあるわけであります。どういうふうに、それこそ解決をす

ればいいのかねというふうなことを思うんでありますが、私もなす術が見つかりません。役場

にそういうふうな苦情や相談をされても、役場にも、ちょっと困るよというような状況もある

かもしれませんし、件数は多いし、代執行しようと思っても、なかなか時間のかかるものであ

ります。相続人の調査もしないといけません。というようなことで、本当にこの町をどのよう

に支えて、継続していこうかということは、本当に人ごとではない状況があります。それこそ

空き家になる前に、その家にどなたかに住んでいただいて、一緒に地域のことを支えてもらえ

るような若者が増えてくるという状況ならいいわけでありますが、それがなかなかいかないし、

見つけにくい。まちづくりをどういうふうにやっていこうかといっても、今のような現実を見

ておれば、本当に、言葉じゃ言いますが、何から取りかかっていいんかいの、という状況にあ

るんですが、状況はそのような状況ですが、今私が言うたようなことを聞いてもらって、まち

づくりじゃというふうなことを考えたときに、地域づくりということを考えたときに、何がで

きるでしょうかね、特効薬はないというふうには思いますが。今の私が言うのを聞いていただ

いて、特効薬でなくても結構ですが、こういうことならできるかも分からんよというふうなこ

とでもあれば、ご助言をいただきたいというふうに思います。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） まちづくり、地域づくりの観点から、周辺の方が大変苦慮されていると
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いうことでございます。いろんなサービスを提供される、商工会を中心として、空き家の見回

りをしたり草刈りをしたりというようなそういうお手伝いのサービス等々もございます。それ

らも当然私どもが所有者へ連絡を取ったときに、どうすればいいんですかというようなときに

は、そういうサービスがありますよということで提供させていただいて、遠方におられる方で

あれば、電話番号などもお伝えして、そういうところに相談をなさってみてくださいというよ

うなことはお伝えをしております。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 地域を見たときに、いろいろな状況が違うということもあるかもしれませ

んが、とてもそれこそ困っておられて、地域で話をして、何とかせにゃいけんのということで

集まってこられて、地権者の方、あるいは家屋の所有者の方にも伝えるんでありますが、最初

のうちは、それこそ木を切ったりするということはしてもらってましたが、そのうち、縁遠く

なって、来られなくなって、シルバー人材センターのほうにお願いをしてから、草刈りもして

もらってた時期もありましたけども、それもなくなったということで、あとするのは、自分た

ちが何人かで出て草刈りをしたり、危なくても木を切らないといけんのうというようなことに

なりよるんです。それが地域のコミュニティになってくるんならいいんですが、そのときには、

その人の所有者の方の悪口ばっかり言いながら作業するようなことになるわけであります。そ

ういうふうなことが実際にありますし、それ以外に有害鳥獣に文句を言うわけにもいかんわけ

でありますが、それらの状況を何らかの形で解決をしていくというような方法というのは、こ

の町だけのことではありませんけども、何かほかの方法がないものだろうかと。先ほど商工会

というふうなことを言われましたが、例えば大工さんたちの集まりの中で、あるいは森林組合

の方たちにというふうなことで、何かできることがないのかなというふうなことを思うんです

が、具体的に、私があそこはどうですかというふうなこともできませんが、大きな問題である

し、これからさらにこのことは進んでいくだろうというふうに思います。明日明後日のうちに

どうにかせにゃいけんということではありませんけども、将来的には何らかの方策をつくって

築いていくところが必要じゃないかなと思いますが、もう一回、妙案はないと思いますが、皆

さんのほうにちょっと振ってみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 地域課題ということ、それからコミュニティということでご

ざいますので、まちづくり推進課のほうから回答させていただきたいと思います。現在、人づ

くりということで、地域のリーダーを育成しようという活動として学び塾を事業として取り組

んでおります。その中で、やはり地域の課題を解決すべく技術であるとか、そういったものを

学んで、地域に帰って、その方がリーダーとなり取組を進めていくというふうな地域リーダー

の育成、人づくりを進めております。先ほどありました獣害の問題、それから家屋の問題等々

も含めて、そういったリーダーとなるべく、人と一緒に地域が取り組んでいくと。そういった

機運の醸成を図ってまいりたいというふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） 今、まちづくり推進課長は、答弁していただいたような方向ぐらいしかで

きんのかも分かりませんが、かなりこれから深刻な状況になっていくだろうなというふうに思

っています。私の地域にも危険家屋がありますというのは、これまでも町長のほうにも直接伝

えさせていただいておりますし、その土地は町の土地なんですね。町の土地の上に危険な家屋、
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もう屋根が陥没半分してます。だから雨が降ったら、雪が降ったら、もう家の中に雪も入りま

すし雨も入ります。その家屋の撤去もなかなか進みそうにもありません。家屋は町のではあり

ませんから。その状況の中で、私が今、一部その土地を借りて野菜を作らさせていただいてお

りますから、草刈りをしたりというのは当然私がします。管理も年に３回ぐらいは草を刈りま

すから、管理はできているんですが、それをしなかったら、借りたのが去年ですから、それま

ではずうっとカヤが生えたりしていました。近所には家があります。建売住宅が何軒か建って

います。その建物の中に、昨年ハチが巣をしたんです、クマバチというんですか、ワサバチと

いうんですか、それが家のところに巣をつくって、そのハチに刺されて何人か、私の母も刺さ

れて病院に行きました。服部議員がおられる病院に行きました。今でも痛いと言います、刺さ

れたところが痛いと言うんです。見舞いの一言もあったわけじゃありませんが、そういうふう

に危険ですよといったところが本当に危険な箇所だったんです。それは町にも責任があるのか

ないのか私にも分かりませんが、そこにはどなたも今住んでおられません。住まなくなって、

もう何十年もたちます。そういうこと、町の人たちが役場に訴えても、そのことはなかなか前

にいかないということであります。だから私も本当によそごとではないんです。もう何年にも

わたってお伝えをしよるわけでありますから。もっとスピードを早めながら問題の解決に当た

ろうということが伝わってこないんです。いかがですか。ここで町長に矛先を向けるのもどう

かと思いますが、これまでもずっとこのような話はお伝えしておりますから、全体的にこの問

題は大きな問題であるし、たまたま、もう既に被害者が出たという状況がありますから、そこ

のところで、ご回答なりがあればいただきたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 建設課長。

○建設課長（川手秀則） 先ほどの案件でございますけども、議員ご指摘のとおり、底地が町有地、

建物が民間の所有者という事例でございます。空き家の所有者には、賃借した土地や空き家の

適正な管理、それから、さらには除却についても促しておりますけども、現在のところ除却す

るまでには至っておりません。費用負担の問題が大きいと伺っております。まだ、この建物に

ついては、特定空き家の指定はしておりませんが、周りに住宅が建ち始め、周辺に悪影響を及

ぼすおそれがあるため、特定空き家に指定して、今後は空き家特措法に基づく助言、指導を行

ってまいりたいと考えております。空き家の数ですけども、核家族化の進行や高齢独り暮らし

世帯の増加、人口減少などにより増え続けることが予想されます。空き家にさせない、空き家

を活用する、所有者の解体を支援するなど、様々な施策を講じてまいる必要があると考えてい

ます。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） もう一回私も繰り返して言うようですけれども、本来、行政がなさにゃな

らんことではありません。本来は所有者、相続人がきれいに管理をしていく、後々のことに汚

点を残さないような形でいかにゃいけんわけですが、それらができん場合に町が何らかの方法

で関わらざるを得ないんだろうというふうに思いますが、そうは言うても、住んでる近所の人

たちはずうっと言い続けてきているわけですから、ある意味スピード感を持って、今私が言っ

た家屋についても、まだ特定空き家の認定をしてないということですが、かなり前から言って

いましたし、補助の関係もかなり前から聞いていますけども、それこそ進んでいないというの

は、手続的に相手もあることですから、いろいろと困難もあるんでしょうが、これから先、ま

たどういうふうな事故が起こるかも分からない、何度も私は議会の中でも言いましたよねとい
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うふうなこと言うような機会を与えないようにぜひしていただきたいというふうに思います。

最後に、もうこれで私も終わりますけども、町長のほうに、この件について考えは当然あると

思いますので、お答えを願いたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 町長。

○町長（箕野博司） この建物については、所有者がある程度役場からの要請に応えてもらえるだ

ろうという前提のもとで、地元の皆さんとの話合いも含めて考えておりましたけども、なかな

かそういう状況にならないということでありますので、担当課長が申し上げましたように、特

定空き家として指定して、それの法にのっとった形で、できるだけ早く除去してもらえるよう

に進めていきたいというふうに思っております。

○議長（濱田芳晴） 梅尾議員。

○１０番（梅尾泰文） この件は、さらにこういう状況の地域というのは、あるいは箇所というの

は増えてくるだろうというふうに思います。それをやはり聞かれたときに、即

いろいろな動きに出るということは、いろいろ困難であろうというふうには思いますが、減る案件

ではございませんから、ある程度いろいろなことを想定をされて、マニュアルもつくって進め

ていくという方向をつくってもらう必要があろうというふうに思いますので、そのことを申し

添えて私の質問を終わりたいと思います。

○議長（濱田芳晴） これで梅尾議員の質問を終わります。ここで暫時休憩をします。１時から再

開させていただきます。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ３７分 休 憩

午後 １時 ００分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（濱田芳晴） 再開します。

午前中の梅尾議員の質問に対して答弁漏れがありましたので、建設課長のほうからお答えを

していただきます。建設課長。

○建設課長（川手秀則） 先ほどの梅尾議員の特定空き家に関する質問の中で答弁漏れがございま

したので、お答えさせていただきます。町が行っております危険建物の除却補助の交付実績額

でございます。平成３０年度が４件で、６４９万６０００円、令和元年度が３件で３７２万４

０００円、令和２年度が２件で２６０万円、合わせて９件、１２８２万円の交付実績額となっ

ております。

○議長（濱田芳晴） それでは一般質問に入らせていただきます。１２番、服部議員。

○１２番（服部泰征） １２番、服部泰征です。今回は、新型コロナワクチン接種、それからエッ

センシャルワーカー、この２つの点について質問したいと思います。まず、１点目、新型コロ

ナワクチン接種の運用はについてです。拡大を続ける新型コロナウイルス感染症への対策とし

て、国は新型コロナウイルスワクチンの接種を開始することにしました。なお、この質問では
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作成した１月２０日時点の厚生労働省のホームページの内容を記載しておりますが、現時点に

おいて少し変更となっている点もありますので、ご了承ください。それでは、厚生労働省のホ

ームページの現在の内容としては、接種が受けられる時期として、２月下旬とありますが、こ

れが何か中旬あたりからじゃないかというふうにも新聞には載ってました。中旬か下旬から医

療従事者等への最初の接種が始められるよう準備を進め、その後、高齢者や基礎疾患を有する

方などの順に接種を進めていく。なお、高齢者への接種は、早くても４月１日以降になる見込

みとのことです。また、接種回数としては２回接種とのことです。接種の対象や受けられる際

の接種順位としては、１番が医療従事者等、それから２番、高齢者、この高齢者というのが令

和３年度中に６５歳に達する昭和３２年４月１日以前に生まれた方とのことです。３番として、

高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設などで従事される方、４番がそれ以外の方とな

っています。なお、妊婦を優先するかどうかや子供が接種の対象となるかどうかなどは、安全

性や有効性の情報などを見ながら検討するとのことでした。また、接種が受けられる場所とし

ては、原則として、住民票所在地の市町村、住所地の医療機関や接種会場での接種です。イン

ターネットでワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すための接種総合案内サ

イトを設置する予定、その他市町村からの広報などから確認してほしいとのことです。

なお、入院、入所中の住所地以外の医療機関や施設でワクチンを受ける方、また基礎疾患で治

療中の医療機関でワクチンを受ける方、またお住まいが住所地、住んでるところと異なる方な

どは、住んでる住所地以外でワクチンを受けることができるとなっています。また、医療従事

者等の接種場所については、勤務先から知らせる予定となっています。続きまして、接種を受

けるための手続、ここも若干変更があったんですが、１番が接種の時期より前に市町村から接

種券、それから新型コロナワクチン接種のお知らせが届く。次、２番として、自身が接種可能

な時期が来たことを確認する。３番として、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会

場を検索する。４番として、電話やインターネットで予約すると。なお、ワクチンを受ける際

には、市町村より郵送される接種券、それから本人の確認書類、運転免許証、それから健康保

険証などが必要とのことです。接種を受ける際の費用としては、これは全額公費で接種を行う

ため、無料で接種できるとなっています。また、接種を受ける際には、これは同意の取得とい

うのが前提となっているようです。強制ではないと。しっかりワクチンに対する情報提供とい

うのを行った上で、接種を受ける方の同意がある場合に限って接種を行います。予防接種によ

る感染症予防の効果と副作用、副反応のリスクの双方について理解をした上で、自らの意思で

接種を受けてほしい。受ける方の同意なく接種が行われることはないとのことです。また、接

種によって副作用、また副反応が起きた場合の健康被害の救済制度があります。この救済制度

というのが今回は設けられておりまして、予防接種によって健康被害が生じて医療機関での治

療というのが必要になったり、障害が残ったりといったそうした場合には、予防接種法に基づ

く救済、医療費とか障害年金などの給付というのが受けられるというふうになっています。

また、これもちょっと前なんですが、１月２０日付の新聞には、一般の方への接種開始という

のを５月頃想定しており、当面は１６歳以上とする方向との記事が載っていました。これは先

ほど言いました１月２０日時点の状況であり、現在は若干変更されているかもしれません。ま

た、国とか政府も運用等でいろいろと協議している段階でありまして、まだ未確定の部分があ

るかもしれませんが、現時点で分かる範囲の中でお答えいただけたらと思います。それでは質

問します。この接種順位につきましては、先ほども言いましたが、北広島町のこの順番で進め
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るんでしょうか。また、この順番にした理由というのは何でしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） このワクチン接種は予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律による

臨時接種に関する特例により実施されますことから、本町も国の接種事業に基づき接種を行っ

てまいります。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） じゃあ国が決めているとおりに行うということで、これも私もちょっと、

これは仕方ないことだと思うんですが、例えば自治体によっては、高齢者、ここら辺は密にな

りにくいですよね。高齢者密になりにくいという状況があって、どちらかといえば、例えば市

内で行き来したりする一般の方や家庭を持っている高齢者施設の従業員とか、そういった方の

ほうがリスクが高いんじゃないかなと思ったりするんですが、そういった方は考慮して自治体

によって変えたりとかというのはないですか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 自治体の判断によって、接種順位を変えることはできません。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それでは国と同じ内容で進めるということで分かりました。それでは、町

内でコロナワクチンの接種対象となる方について、接種順位ごとの人数というのは何人ぐらい

いらっしゃるんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 国の算定基準に基づいた概算にはなりますが、接種順位順に、医療従事

者等５５０人、高齢者、６５歳以上でございますが、７３４０人、基礎疾患を有する人８９０

人、高齢者施設等の従事者２７０人、６０歳から６４歳の方１１６０人、それ以外の方８０１

０人と見込んでおります。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 高齢者かなり多くいらっしゃるということで、かなりスムーズにいかない

と、これは大変なんじゃないかなと思います。では妊婦の方とか１６歳未満の方で、やはり今

は一応接種には対象になってないというふうにお話になってますが、こういった方々が身体上

の理由によって接種を希望される、そういったときの対応はどうされるんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 現時点では国の方針は明確になっておりません。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それではまた明確になり次第、これは窓口、この役場になると思うんです

が、そういったとこに相談するという形でよろしいですか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） いずれにしましても薬事承認後の国の決定となりますので、妊婦の方、

あるいは１６歳未満の方につきましては、広く広報してまいりたいと思っております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それでは、この北広島町内ではどの医療機関で接種できるんでしょうか。

かかりつけ医、本人さんがいつもかかっているかかりつけ医などで接種できるんでしょうか。

また、医療機関以外の場所でも接種が行われるんでしょうか。
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○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 新型コロナウイルス感染症の予防接種に関わる委託契約に基づきまして、

参加する医療機関において接種を実施いたします。現在、郡医師会で接種医療機関を調整頂い

ているところでございます。また、かかりつけ医が町内の接種医療機関であれば接種は可能と

なります。医療機関以外での接種につきましては、やむを得ない事情として、入院や施設入所

の方を訪問診療での接種を想定しております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） ということは、町内で接種できる医療機関というのはまだ決まっていなく

て、また、かかりつけ医でも接種が行われる可能性があるという認識でよろしいですか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 接種医療機関につきましては、現在調整をいただいております。先ほど

議員おっしゃいましたとおり、かかりつけ医が接種医療機関であれば接種が可能でございます。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 町内かなり広いですから、やはり病院、例えば千代田地域とかは病院とか

多いですけど、診療所しかない地域もあると思うんです。そういったところについては、かか

りつけ医の診療所ということで、接種が可能となる可能性が高いと思っててよろしいでしょう

か。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 先ほど申しましたように、新型コロナウイルス感染症の予防接種に関わ

る委託契約に参加していただければ接種が可能となります。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 分かりました。それでは、その受ける際、予約が必要ということなんです

が、この予約する場合の手順というのはどうなっているでしょうか。厚生労働省の内容では、

電話とインターネットとなっていますが、町内でインターネット予約というのは可能となる予

定でしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） インターネットの予約についてでございますが、予約の方法につきまし

ては、現在検討をしている段階でございます。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） これもまだ未定ということで、それでは、この接種券が郵送されるとあり

ますが、あらかじめ、町内でも例えばインフルエンザとかは接種券に本人の名前とか住所が入

っている、高齢者の方入ってるんですが、そういった形で、あらかじめ本人の名前、それとか

住所などの記入はしてあるんでしょうか。また、問診票、基礎疾患とか問う問診票というのは

同時に配布されるんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 接種券につきましては、あらかじめ被接種者の名前等が記入されており

ます。予診票につきましては、ワクチンが薬事承認前であることから接種券と同封することは

できません。そのため予診票は町が印刷し、接種実施医療機関に配布する予定となっておりま

す。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。
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○１２番（服部泰征） 接種券は配られるけど、問診票は医療機関に届いて、そこから記入すると

いうことですかね。そしたら、この前、以前テレビでもやってましたが、あらかじめそういっ

たテストをした自治体では、予診票にかなり時間かかると。自分で書けない方もいらっしゃい

ます、基礎疾患とか職員がべったりついてやる必要があると。かなり、そこだと密になっちゃ

うんですね。これを医療機関任せにしてしまうと、接種人数がすごく絞られますし、また、そ

こに密になって危険な状態になると。やはりできるだけ問診票とか予診票というのはあらかじ

め配って、かかりつけ医でない場合もありますし、そういった詳しい家族の方とか、そういっ

たケアされている方が書く形にしないと、かなり大混乱が生じる可能性があるんですが、やは

り予診票、そういったものをあらかじめ配るという可能性はないでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 予診票につきましては、先ほど申しましたように、薬事承認前というこ

とで、接種券と一緒にということは難しいものと考えております。また、最初はファイザー製

のワクチンというのはある程度決まってるようなんですが、その後入ってくるワクチン、それ

ぞれ特性が違うようでございますので、予診票につきましても、それぞれワクチンの特性に応

じた予診票ができると伺っております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 種類が違うというのも仕方ないことかと思うんですけど、やっぱり現場の

混乱を避ける、また、ある程度予約していくということで、ある程度、どの方が何を打つとい

うのは把握はできると思うんですね。今時点で、必ずしてくださいとはちょっと言いにくいん

ですけど、予診票、問診票、かなり現場が混乱する原因になりますので、できれば、あらかじ

め配って、来たときにはもう準備ができる、接種だけするといったような形に持っていってい

ただきたいと思います。それでは本人確認の書類が必要とありますが、例えば忘れていたりと

か、出すのを嫌がったりなど、確認できない場合というのは接種ができなくなるんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 接種対象者の確認につきましては、医療機関向けの接種の手引き等に明

記されておりまして、受託者である医療機関につきましては、接種対象者であることを確認し

た上で接種する必要があると認識しております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） ちょっと分かりづらかったんですが、結局持ってこなくても、本人が、医

療機関側がちゃんと認識すれば、特にそういった確認する必要はなくて、接種を行ってもいい、

それか必ず取りにきてもらうと。どちらの運用になりそうですか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 身分証明書、運転免許証でありますとか保険証は持参いただきたいと考

えております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それではご家族とか、それからまた、そういったケアされている方を含め、

そういったきちんと把握していただけるよう、きちんと案内をしていただきたいと思います。

続きましてワクチンの供給体制についてです。ワクチンの種類によっては、マイナス７５度の

超低温での保管が必要になるとのことです。また、接種のため解凍すると使用期限内に消費す

る必要があります。公費のため個人負担というのは要らないとしても、多額の税金がかかって
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いるため、できるだけ効率的で無駄のない接種というのが望まれます。そこで質問します。

接種を行う医療機関でのワクチン保管の体制というのはどのようになるんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） マイナス７５度の超低温で保存していくためにディープフリーザーとい

われます超低温冷蔵庫設置医療機関におきましてワクチンを冷凍保管します。保管期間は、最

大で２か月となっております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それはまだ決まってないのかもしれませんが、ディープフリーザー、この

超低温の冷蔵庫、大体町内で何か所、どこぐらい設置するというのはあらかたは決まっている

んでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 北広島町におきましては、３月に１台、５月に１台、国のほうから配布

予定となっております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 医療機関はまだ調整中という認識でよろしいですかね。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 今、調整をしている段階でございます。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 分かりました。このワクチンなんですが、効率的に接種を行えるよう、予

約数に応じたワクチンの配布が必要となってきます。接種する医療機関へのワクチンの配布数

というのはどのように調整するんでしょうか。また、医療機関は、予約者や接種済み者の情報

について、国や県、各自治体とどのように連絡を取り合うんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 国がクラウド上に構築しますワクチン接種円滑化システムＶシスと言わ

れるものでございますが、これにより一元管理することで、情報伝達、共有を図ることとなっ

ております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） では、Ｖシスに登録をして一元管理ということなんですが、これは、だか

ら予約する段階でもＶシスに登録をして、接種が終わった後にまたＶシスに登録してという、

かなり医療機関とか接種した場所で、かなり操作が必要という認識でいいですか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 各接種医療機関におきましてもワクチンの残量、あるいは消費量、また

ワクチン接種者数等につきましても管理を、全て共有を図ることとなっておりますので、シス

テム入力につきましては各医療機関でやっていただくようになっております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それでは、随時オンラインというか、リアルタイムで入力していって、そ

れを参考にして、国や県、それから自治体も把握していくということで、このＶシスというの

は、ある程度聞いたことはあるんですけど、また国が、このＶシス以外でも独自の何かシステ

ムを開発して、また運用するかもしれないみたいなんがちょっと報道があったんですけど、こ

れ通告してないので、情報がなければいいんですが、これがあれば、かなりまた手間が増える
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と思うんですが、そういったあたり認識されていれば、ちょっとお答えいただければと思いま

す。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 国のほうが新たなシステム、マイナンバーによる管理をするとかといっ

た報道がなされておりますが、現在のところ、町のほうには正式な情報としては入ってきてお

りません。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） そうですね。あまり入力する分とかが多面にわたると必ずミスが起きます

ので、もしＶシスでするようになれば、もうそういうふうに統一していただいて、漏れがない

ようにしていただけたらと思います。続きまして、このワクチン接種後なんですが、このワク

チン接種後は体調を崩される方もおられます。特に高齢者の方、また基礎疾患などがある方は

注意が必要となります。そこで質問します。ワクチン接種後、体調に異変が生じた場合はどこ

に連絡するんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 接種を受けた医療機関のほか、県が設置しますコールセンターに連絡、

相談していただくことになります。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 接種を受けた医療機関だと、かかりつけ医ではない場合とかがあります。

そういった場合は、県に全て連絡と。例えば共同で、医療機関でない場合で、集団接種した場

合とかはかかりつけ医ではないですね。また、かかりつけ医でない医療機関で接種した場合と

いうのはなかなか判断がつかないんですが、そのときは、もう県に相談という一本でよろしい

ですか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 県の設置するコールセンターのほうへ連絡していただければと考えてお

ります。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それでは、そういったとこでは県が協力していただけるということで、ご

周知いただけたらと思います。最後になりますが、ワクチン接種をスムーズに行うには、町民

の方の協力というのが不可欠です。この新型コロナウイルスワクチンの接種を進めていく上で、

北広島町としてどのような点に注意を払っていくのか、また町民の方にお願いしたいことはあ

るでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 町としましては、ワクチンの承認後、速やかに町民の皆様へ接種ができ

ますよう、引き続き郡医師会や接種医療機関にご協力を頂きながら接種体制を構築してまいり

ます。町民の方には対象者ごとの接種時期や町内の実施医療機関等の情報を広報やきたひろネ

ット等により周知しますので、ご自分の接種の時期が来るまで接種券を大切に保管していただ

ければと思います。併せてマスクの着用や手指の消毒、手洗い、うがい等の感染防止対策やご

自身の体調管理を引き続きお願いしてまいりたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） それでは無事にこの期間中に接種を終えて、コロナが広がらないようにし
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ていただけたらと思います。続きまして、エッセンシャルワーカーの重要性ということで、こ

の質問に入らせていただきます。新型コロナウイルス感染症の第３波が広がり、医療崩壊等の

深刻な危機となっています。年始には、東京都や神奈川などの１都３県を対象に緊急事態宣言

が行われ、その後、大阪や京都、福岡にも拡大されました。緊急事態宣言における対策の考え

方として、飲食店に対する営業時間短縮の要請や夜間の外出自粛の要請、テレワークの推進な

どが上げられました。具体的な取組として、日中も含めた外出や移動の自粛、不特定多数の方

が集まるイベントなどの人数制限、飲食店やカラオケボックス、遊技場や映画館などの施設の

使用に対する営業時間の短縮や人数制限、出勤者の７割削減や８時以降の勤務抑制などが行わ

れました。このことにより、飲食店やそこに品物を卸す事業者、カラオケ店やイベント会社な

ど、様々な職業の方が厳しい状況に置かれています。なお、広島県というのは、この宣言の地

域に入りませんでしたが、１２月より集中対策として対策が実施されており、飲食店への営業

時間短縮や外出の自粛などが要請され、２か月近く、もう３か月になりますかね、長い間厳し

い状況が続いています。企業、またこれが最近の報道では、この範囲を縮小して、また延長さ

れるということにもなっているようです。企業や雇用、生活を守るため、国や県も様々な措置

を行っていますが、経済対策とコロナ対策の両立は難しく、先の見えない状態というのが続い

ています。このように、コロナ対策で事業活動に弊害が出ている事業者も大変ですが、一方で

はエッセンシャルワーカーと呼ばれる社会生活を送る上で必要不可欠な労働に就かれている方

や、キーワーカーと呼ばれる基幹労働に就かれている方など、このような状況においても業務

を行わなければならない方もおられます。自分や家族への感染等のリスクがある中、心身とも

に大変な思いをされながら働いているというのが現状です。このエッセンシャルワーカーと呼

ばれる職業としては、医師や看護師、薬剤師などの医療関係者、介護施設や保育所で働く介護

福祉士や保育士、市役所や区役所、市町村の役場で働く公務員、銀行や信用金庫などで働く金

融機関の職員、コンビニやドラッグストアなどで働く小売店などの店員、公共交通機関や宅配

便の配達を行う運転手などが上げられます。どの職業も私たちが日常生活を送る上で必須の職

種になります。そこで質問します。北広島町において、エッセンシャルワーカーやキーワーカ

ーとしては、どのような職業があるんでしょうか。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 国が雇用対策法第１１条により整理を行っております業務等

の区分にはエッセンシャルワーカーという区分がないため、特定の職業をエッセンシャルワー

カーと言及することは難しいと思われます。しかしながら、この現在のコロナ禍の社会状況に

おいて、医療や福祉に従事する職業などはエッセンシャルワーカーの代表的な職業であるとい

うふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） きちんとした基準がないということで、ということは、先ほど言った職業

が入るんでしょうけど、ということは、次の質問ですが、町内でエッセンシャルワーカーとし

て働く人は何人ぐらいいて、また、町内の労働者数の中で、どのぐらいの割合を占めていると

いう、この質問に対してはちょっと答えが厳しいという認識でいいですかね。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 先ほど答弁させていただきましたとおり、エッセンシャルワ

ーカーの定義づけがされていないため、町として就業者数の資料を持っておりません。直近の
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平成２７年の国勢調査による町内の医療、福祉に従事する就業者数につきましては１３５４人

で、全体の１３．４％になります。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 分かる数値の範囲でいいですから、この直近５年間におけるエッセンシャ

ルワーカーに従事している就労者数の推移というのは分かるでしょうか。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 医療、福祉に従事する町内の就業者数は平成１７年の国勢調

査では１１６１人、平成２２年の国勢調査では１２６７人、平成２７年では１３５４人でござ

いました。平成１７年から２７年の１０年間で就業者数は１６．６％増加している状況となっ

ております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 町内においては、そういった職業の方増えているということで、エッセン

シャルワーカー調べると、基幹労働とか、例えば公務員の方も入りますし、運転者さんとかも

入るんですが、そういった方は、ちょっと統計とかないということなので、そこは、これ以上

は聞きません。この新型コロナウイルス感染症が蔓延するまでの経済は、自動車関連の産業や

外国人観光客によるインバウンドにより好調な面もありました。また、それを反映して求人倍

率なども高く、求職者である売手にとっては有利な場合が多かったと思います。また、首都圏

などの都市部は人気があり、首都圏への一極集中というのが増加していました。しかしながら、

新型コロナウイルス感染症による影響で大きく変わりました。首都圏をはじめとして解雇や契

約の打切りが行われ、全国では、これも１月中旬時点での失業者数は８万人を超えたとのこと

です。また、これも増えているということでした。このエッセンシャルワーカー、またキーワ

ーカーということにつきましても、コロナ禍の影響を受けている職種は多くあります。公共交

通機関や介護事業所のように、利用者控えによって経営が成り立たなくなった事業所もあれば、

保健所やコロナに対応している病院のように、業務の増加や人手不足によって、運用に差し支

えが生じている職業もあります。様々な対策が講じられていますが、各事業所や個人の負担は

増大しています。そこで質問します。このエッセンシャルワーカーと呼ばれる職業につきまし

て、直近５年間の求人倍率はどうなっているでしょうか。また、コロナ禍を受けて求人倍率等

に影響が出ているでしょうか。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 保健、医療サービスに従事する職業につきまして、広島労働

局管内における直近５年間の求人倍率の推移は、２％後半から３％後半で推移しております。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の令和２年１月の保健、医療サービスの求人倍率

は３．８６％でございます。緊急事態宣言が出された令和２年５月の求人倍率は２．８１％と

なっており、有効求人倍率は下がっております。新型コロナウイルス感染症の影響が医療機関

の求人にも影響を与えているものと考えております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 逆にコロナ禍を受けて下がっているということなんですが、対応する病院

等では人手不足といった声も聞かれます。また、介護施設等も人手がかかるということで、こ

れらの職種において、人手不足とかの声というのは出てないという認識でいいですか。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。
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○まちづくり推進課長（沼田真路） 医療及び福祉の現場で働いておられる看護師、介護士、保育

士についてお答えいたしますと、これらの現場においては、コロナ禍以前から人手不足である

という声が上がっておりました。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 以前から上がっているということで、それは現在も続いているということ

ですね。この新型コロナウイルス感染症を受けまして、このエッセンシャルワーカーやキーワ

ーカーからどのような意見や要望が出ているでしょうか。いっぱいもしあったら結構ですので、

大まかな職業ごとでいいので、上がっている代表な意見があれば伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 医療及び福祉現場についてお答えいたします。まず、医療、

介護現場からは、感染症対策の相談や４月、５月の外来患者数が減少したという実態や衛生材

料の不足について伺っております。また保育所、認定こども園につきましては、保護者の就労

機会の確保、そのために原則開園することを基本として対応していただいており、常時感染へ

の不安は拭い切れない状態であること、そうした不安を抱えながら、各園それぞれ感染拡大防

止策を図りながら保育業務に当たっていただいているとのことでございます。なお、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により保育士が離職したとの声は聞いておりません。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 最後にございましたが、離職はないということで、皆さん使命を持って働

かれていると思います。私たちが通常どおりの生活をして、また、こうして議会が通常どおり

開会できるのも医療関係者、また交通事業者、役場の職員の方など社会生活を支える仕事をし

ておられる方々のおかげにほかなりません。言い換えると、この方々の働きなくして生活は成

り立たないと言えるのではないでしょうか。しかしながら、ほかの職種に比べて給与面などで

低いとされている職種では、コロナ禍以前から人手不足が指摘され、人員の確保というのが難

しくなっています。特に少子高齢化が進む地方では、そのことが顕著に表れています。

北広島町では、今後、持続可能な開発目標と呼ばれるＳＤＧｓに取り組むこととしております

が、その取組のためには、この社会生活を支えるエッセンシャルワーカー、またキーワーカー

の方が働きやすく、満足できる環境にしていくことが求められます。エッセンシャルワーカー

の中には販売員や運転手など民間が主体の職種も多くあります。また、保険料等で報酬が定め

られているなど、国の方針により左右される職種もあります。民間の業務に関わるものや、ま

た国により定められているものに地方自治体として関与するということは難しい面もあります

が、持続可能な北広島町とするためにも、しっかり実情捉えて、またしっかりと意見や要望を

していくことはできると思います。この新型コロナウイルス感染症対策については、全国の各

自治体から多くの要望や声を受け、国もそれに応じて様々な施策を講じられました。また、昨

日の同僚議員の質問にもありましたが、内閣府地方分権改革推進室というところでは、地方の

自治体からの法の改善や制度規制の意見や提案を受け付けているとのことです。北広島町では、

これまで行ったことはないということですが、新型コロナウイルス対策で各自治体、地方自治

体の役割がより一層重要になっている中、地方自治体からどんどん意見を上げていくというい

い機会でもありますし、また今後さらに必要になってくると思います。そこで、最後に町長に

質問します。エッセンシャルワーカーの重要性について、どう捉えているでしょうか。また、

エッセンシャルワーカーを守る対策や北広島町として国や県へ働きかけていくことを考えてい
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られるでしょうか。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） エッセンシャルワーカーとは、議員がおっしゃるとおり、社

会生活を送る上で必要不可欠な職業であり、代表的な職種といたしまして、健康と命を守る役

割を担う医療、福祉に従事する職業等があると考えます。町といたしましても、国、県等の関

係機関と連携を図り、住民が安心して暮らすことのできる持続可能なまちづくりに努めてまい

りたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 服部議員。

○１２番（服部泰征） 以上で私の質問終わります。

○議長（濱田芳晴） これで服部議員の質問を終わります。ここで質問席の消毒作業などを行うた

めに暫時休憩します。５０分から再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 １時 ４２分 休 憩

午後 １時 ５０分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（濱田芳晴） 再開します。次に、２番、美濃議員。

○２番（美濃孝二） ２番、美濃孝二です。通告では、芸北のと書きましたが、豊平も入っており

ます。ＪＡ店舗廃止に町は何をしてくれるのか。何もしないのかという点です。昨年１１月、

広島市農協は突然芸北の美和店、芸北雄鹿原店を５月末で廃止し、豊平の久保角支店を豊平支

店に統合して豊平支店の店舗は廃止することを明らかにしました。これに対し、住民から、こ

の地域には生活用品を売る店もなく、しかも高齢化が進み、買物にも困っているのが実情だ。

市農協は、農協は経済団体であり、赤字のところの廃止は仕方がないと理由を述べるが、廃止

すると住民の暮らしは成り立たなくなり、地域が崩壊する、絶対反対だとの怒りが広がってい

ます。そこで伺います。この農協の店舗廃止に対し、町長の所見を伺います。

○議長（濱田芳晴） 商工観光課長。

○商工観光課長（中川克也） 町内の商工業、商業に関するご質問でございますので、商工観光課

からお答えをさせていただきます。ＪＡにつきましては地域に根づいておられ、金融、営農、

そして生活用品の購買を担っていただいております。地域住民の生活に直結した存在だという

ふうに思っております。本町内の支店や店舗が広島市農協の経営方針により廃止、あるいは統

合されることにつきましては、その地域住民の皆様方にとっても、また本町にとっても誠に残

念に思っているところでございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 残念だということはありましたが、それでは、町民の暮らしを守る責任があ

る行政としてどのように対応するのか。広島市農協に考え直すよう働きかけるつもりはないか

伺います。
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○議長（濱田芳晴） 商工観光課長。

○商工観光課長（中川克也） 今回のＪＡ店舗廃止によって、芸北、豊平地域の方へどのような影

響が出るのか、また、地域の状況を把握し、豊平支所、芸北支所とともに連携をし、町として

何ができるかということを考えていきたいというふうに考えております。また、町全域をカバ

ーしておりますホープタクシーによって買物への移動手段を確保しておりますので、有効にご

利用いただければというふうに考えております。市農協さんのほうへの要望ということにつき

ましては、今後検討してまいりたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 検討するということです。市農協は、もしこれを見直さないという場合は、

行政と地域で解決しなければなりません。例えば邑南町は地域の課題を解決するため、平成２

９年から１２の公民館エリア全てにおいて地区別戦略を立てて、各団体が事業実施しています。

提案事業は、人口減少に歯止めをかける、地域住民が主体となって実施する各自治会等で了承

されていることを条件として、ハード事業でもソフト事業でもよく、町は１地区に対し、上限

年３００万円を交付し、職員や人も配置し進めています。例えば市木公民館エリアでは、市木

再生事業として空き店舗を改装し、地域内外の交流拠点、飲食店、物販施設に整理しました。

このように地域の課題解決のため、住民と行政が一体となって計画を立て、財源も支援してい

ます。町長は協働のまちづくりを協調しますが、唯一の店舗がなくなる地区に対し、どのよう

な支援をする必要があるのか、考えておられるのか伺います。まだ考えてないというような感

じもありましたが、ないのでしょうか。

○議長（濱田芳晴） 町長。

○町長（箕野博司） 地域の中に購買店舗がなくなるということで、地元の方は苦慮されていると

いう想像はつきますけども、地域の中でどういう形で今後将来考えていけばいいのか。地域で

そういった購買店舗を経営したりしてやっていくというような地域も他地域ではあったりもし

ます。商圏規模にもよると思いますけども、どういう在り方がいいのか、先ほど申し上げまし

たホープタクシー等使って週に１回は買物に行くとか、いろんなケースが考えれるというふう

に思っております。そうしたところの協議がまずは必要ではないかというふうに思ってますし、

そういったところを行政も一緒になって検討していくということはやぶさかではないと思いま

すが、直接行政がどうのこうのということにはなりにくい問題だというふうに思っております。

地域協議会、振興会、名前はいろいろ呼び方がありますけども、そういったところで、将来ど

ういうふうに考えていくかというような議論をしていただくのは非常に発展的な形になるとい

うふうに思ってます。現在でもそういったいろんな将来ビジョンを、地域の将来ビジョンをつ

くっていただいておる地域もありますし、それは理想であろうというふうには思っております。

すぐ行政として、そこへ補助金が幾ら出るというような形には現在なっておりませんけども、

将来に向けてはそういった方向、今ある振興会への補助、地域協議会を通じて出しております

けども、その見直しも併せて必要なら考えていくということになろうと思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 想像がつかないと言われたんで、まだ現場に行かれてないようであります。

ホープタクシーでは、灯油とかガソリンを運ぶのは大変だと思うんです。だから、ホープタク

シーだけでは解決しないということを言っておきます。私たちが今取り組んでいる地区別アン

ケートに芸北の方から、閉店になって、私たちはどうしたらいいのでしょうか。田舎で住んで



- 31 -

いる者はどうなってもよい、早く言えば、生死の覚悟を決めろということなのでしょうかとの

悲鳴が寄せられています。先ほど町長答弁では、これから検討していくということですので、

住民がこれだけ苦しんでるんです。想像がつかないのであれば、真っ先に現地に行って実情を

聞き、一緒に解決の方向を見いだす、これからやるということですが、直ちに、５月から廃止

ですから、直ちにやるべきじゃないか。それが協働のまちづくりではないのかと思いますが、

それについての提言はどうでしょうか、お伺いします。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 協働のまちづくりということでございますので、まちづくり

推進課のほうからお答え差し上げます。地域と対話をすることというのは重要であるというふ

うに考えております。それで実際にその店舗がなくなって、その必要性であるとか、どういっ

たものが必要であるとか、何を地元がして、行政は何をすべきか、そういったところの役割を

明確にして今後進める必要があるというふうに考えております。店舗がなくなったとしても、

現在配達サービス等も複数の事業者が実施をしております。そういったところの利用促進も含

めて今後対応、併せてどういったことができるかというところも含めて検討させていただきた

いと思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） １１月話があって、既に３か月たっています。廃止されるまで、あと２～３

か月しかない。その間、ほとんど現地にいられて、その実情を調べておられないということに

ついては、残念であります。すぐに現地に行って、今、各氏が言われたようなことを地域の人

たちと相談をして、何が必要でどうするか。すぐに具体化をしてほしいと思います。次に移り

ます。利用しやすく喜ばれる北広島町まちづくりセンターにです。これは今議論になった協働

のまちづくりの拠点として、このセンターが２月２１日に竣工式を迎えます。４月１日から供

用開始となります。しかし約４０あるサークル対象の内覧会は１２月も１月も中止となりまし

た。そのため分からないことが多すぎて、４月からどうすればいいか困ったという声がたくさ

ん寄せられました。私は１月、各サークルや地域の皆さんにアンケートを届けてご意見を伺い

ました。たくさんありますので、この全ては取り上げられませんが、時間の許す限り、町長の

所見を伺っていきます。若干通告の順番や取り上げられない項目ありますが、ご了承いただき

たいと思います。まず、ステージの問題です。千代田地域づくりセンターにはステージがあっ

たが、まちづくりセンターにはない。仮設でもいいから設置してほしいとの要望にどう応える

か。それは前回の議会でも取り上げましたが、そういう考えはないという答弁でありました。

どうでしょうか。もう一度伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 前回お答えしたとおり、そういった考えはございません。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そういう考えはないということです。なぜなくなったんでしょうか、伺いま

す。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 隣接しております開発センターがございますので、発表等に

つきましては、そちらの施設を利用していただきたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。
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○２番（美濃孝二） 開発センターの使用料は幾らですか、１時間。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 現在把握しておりません。後ほど答えさせていただきます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そういういいかげんな答弁しないほうがいいですよ。料金の問題というのは

非常に大きいんです。７００人近い人が入るようなセンターと、２、３０人の人が入る会議室

と同じような形を考えているようでは、やはりサークルの人たちには説得力がありません。ア

ンケートでは、仮設でもいい、必要なときはリース会社に頼むことはできないか、など質問が

ありましたが、いかがでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 利用していただく中で、様々な要望や利用しやすい施設に向

けたご意見等が出されてくるというふうに思います。活用していく中で協議させていただき、

必要に応じて対応させていただきたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） これから協議をすると。そうであるならば、つくる前に協議をして、必要か

どうかを確かめるのが担当者の役割ではなかったのか。引き続きこの問題は取り上げていきた

いと思います。２番目は、音響設備です。多目的会議室には、音響設備がないのではないか。

ダンスやバレーなどのサークルでは自前で運べということですから、大変だと。ＵＳＢを持っ

てくれば音楽を再生できるような設備を整えていただけないかという意見に対してどう答えま

すか。伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） センターの備品といたしまして、持ち運びが可能なマルチメ

ディア対応の音響装置を備えておりますので、そちらを利用していただきたいというふうに思

います。それと先ほどの、よく意見を聞いてということでございましたけども、利用者に皆さ

んと５回にわたってワークショップを重ね、施設について協議をしてきた経過があることをお

伝えしておきます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 音響設備、持ち運びできるのであれば、これは軽いのだろうと思いますが、

それを確認するのと、ワークショップで意見を伺ったというのは、これから一つ一つ明らかに

していきたいと思います。次に、防音設備です。音楽系や運動系のサークルなどは大きな音が

出ます。防音装置は行ってあるのでしょうか。伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） センター中央部に整備しております、きたひろホールに防音

設備を完備しております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そうしますと、音楽系、たくさんありますよね、１０幾つあるんですが、そ

の方たちがやるときには全部中央のホール、広いところ、１８０人用のホールを使うというこ

とでしょうか。料金は普通の会議室と同じでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 中央のホールにつきましては分割ができるようになっており
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ます。利用料につきましては、多目的ホールよりも少し、１００円だったと思いますけども、

高くなっております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） パーテーションを切るって、パーテーションの２つ、当初は４つだそうです

が、２つになりましたが、その２つにすると両方防音するんでしょうか、片方使えば、片方に

は音は届かないのか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） このパーテーションにつきましては天井まで全て覆う形にな

っておりますので、それぞれの部屋で防音が効くというふうに思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そうしますと、音の出るサークル、１０人でも２０人でも、それはホールを

使うと。料金について、後で言いますが、料金は高いということは大問題だと思います。これ

についても料金の問題のところでお話をさせていただきたいと思います。次に、これはたくさ

んの意見がありましたが、倉庫です。旧センターにはあった倉庫がなく、サークルが所有する

備品、道具等を保管するところがありません。そのためその都度運び入れなくてはならず、負

担が大きい。倉庫を設置してほしいとの意見が本当にたくさん寄せられましたが、これについ

てどう答えますか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 基本的に団体の所有されております備品につきましては、各

団体において管理をしていただきたいと考えております。ただし、障害などの理由により持ち

運びが難しい場合につきましては、個別に対応をさせていただきたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 団体管理のものは団体でと言われましたが、これは大変なんですね。あるサ

ークルは、備品が置けないのでこの新しいセンターを使うことは諦めたと言われているところ

があります。また、ものづくりのサークルは、粘土や焼き物などの釉薬を毎回持ち帰り運び込

むのは大変で、どうしようかと悩んでおられます。体操などのサークルは、マットなど毎回持

ち込まなければいけない。将棋のサークルは、重い将棋板を運ぶのは大変だと頭を抱えていま

す。倉庫があった旧センターのほうが利用しやすいと多くのサークルからの意見です。サーク

ルの皆さんは本当に困っているんです。屋外でもいいから設置してほしいという声、後でも言

いますが、あるんですが、なぜセンターの中に倉庫は設置されなかったのか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 公共の場所でございますので、各サークルさんにつきまして

は、各サークルの備品につきましては、それぞれで管理をしていただくということで、持ち帰

りを基本とさせていただいております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） このことは、今、私が言ったりサークルの人が言っているわけではありませ

ん。先ほどまちづくり推進課長が言ったワークショップでも、まとめのようなチラシ出てます

が、収納が少ないので、各室に設けたほうがいいとか、屋外に倉庫が必要、今ある機能をその

ままに、との意見が載っています。屋外に倉庫やロッカーを設置することはできないのか伺い

ます。
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○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 先ほど申し上げましたとおり、運用していく中で必要であれ

ば検討させていただくということでございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 先ほどは、サークルの備品はサークルで管理しなさいというのが原則と言わ

れました。しかし、今の答弁では、余地があるということですので、しっかり聞いていただい

て、設置を求めたい。最後に町長に伺いますので、よく考えておいてください。そうでないと、

今のまちづくり推進課長の話だと、サークルの人が困っているのに聞いてますと、無理して利

用してもらわなくていいよというふうにしか聞こえないんです。声が届いていない。ぜひ、こ

の要望は倉庫をつくるようにということを求めておきます。次に、ガラス張りになっているこ

とです。各会議室がガラス張りで、ダンスや体操など常に見られているのは困るとの意見です。

ロールカーテンを設置するということは聞きましたが、着替えなどはどこでするのか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 活動される服装で来ていただくことが基本であるというふう

に考えておりますが、着替えが必要な場合は和室等を利用していただくことは可能であるとい

うふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 今言われましたけど、これも私が今言ったものじゃないんです。第２回ワー

クショップのまとめでは、ガラス張りは利用内容を考慮して、視認性に注意というふうに意見

が出ています。にもかかわらず、このガラス張りにしたのはなぜなのか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 整備方針におきまして、交流促進機能として学習、活動の様

子が見え、自発的な参加を促せるよう、会議室を工夫して整備することとしており、方針に基

づき整備をしたものでございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 今は方針と言われましたけど、方針をつくるワークショップ等ではこういう

意見が出てるんです。検討委員会の中でもあまり議論されていない、会議録見ましたけど。今、

和室で着替えてくれと言いますが、部屋を借りて和室でやる場合、和室は無料で借りれるんで

すか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 使用料が必要だというふうに考えます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） とことん冷たいなと。サークルの人たちが聞いたら本当に怒りますよ。本当

にそうなんですか、後で町長に聞きます。次にトイレです。女子トイレの個室が４つでは足り

ないのではないかという意見が寄せられましたが、これについてはどうでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 適切であるというふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 適切と言われましたが、なぜですか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。
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○まちづくり推進課長（沼田真路） これにつきましては、空気調和衛生工学会の衛生器具の適正

個数、算定法に基づき算出し、設置をしたものでございます。したがって適切であるというふ

うに考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 先ほどからまちづくり推進課長は、いろんな意見を事前に聞いたということ

での話をされております。ワークショップでは、度々トイレの広さや便器の数は多いほうがよ

いとの意見が出ています。きたひろホールの収容人数は１８０人、ほかの施設を含めると約３

００人ぐらいになります。きたひろホールの休憩時間に大混雑するとは思わないですか。また、

その場合どうするか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） この施設につきましては、国の交付金を頂いて建設したもの

でございます。過大な設計で税金の無駄遣い等指摘されないよう、根拠を持って造っておるも

のでございます。女子トイレ４つと言われましたけども、多目的トイレが２か所設けておりま

す。こちらも利用していただけます。そして、女子トイレにはパウダーコーナーを設けており

ますので、一般的に女子トイレの混雑の要因とされる手洗いコーナーでの混雑が解消されるも

のと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） これは、そういう心配をされていることは事実でありますが、やってみない

と分からないと思います。そのときにトイレの前がどんな事態になるのか非常に心配されます

が、まちづくり推進課長は大丈夫だと断言されましたので、信用せざるを得ません。でも、立

派な施設なんだけど、トイレで困るなんてことで、とても自慢できないよということがないよ

うに、よく実態を調べて対応していただきたいというふうに思います。次に、インターネット

予約の要望がありました。インターネットで空き室状況が分かり、予約できるようにしてほし

いとの意見に対して、どう答えますか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 新年度からの予約システム導入に向けて現在準備を進めてい

るところでございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 準備をしているということですので、これは広島市内の区民センターも全部、

あるサービス会社に頼んでやっておられますので、それは安心をいたしました。次に利用料、

使用料についてです。料金はどうなるのか、これまでより高くしないでほしいと皆さん心配さ

れておられますが、やっと先日お知らせがあったとのことです。今議会にも条例案が提出され

ていますが、この内容について説明をしてください。通告の際には、この内容がなかったんで、

説明をお願いします。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 利用料金の設定につきましては、現在の利用料金をベースに

部屋の面積や設備内容、その他の地域づくりセンターとの比較検討を行い、設定をさせていた

だきました。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） それでは、ちょっと試算をしてみたい。旧センターでは、条例上は午前・午
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後・夜で区分された料金体系となっていますが、実際には１時間単位で、大会議室や調理室以

外は１時間１５０円プラス電灯代１５円の１６５円です。２時間使用する、２時間が一番多い

んですけど、サークルの人は３３０円です。その方たちもできるだけ冷暖房を使わないように

しておられますが、使うと２時間１２０円を含めても４５０円です。ところが新センターでは

２時間６００円から８００円になり、１．３倍から２．４倍にもなります。定期的に利用され

ておられるサークルは、講師料や材料費、備品などの負担もあり、使用料が上がると会費を引

き上げざるを得なくなるとのことです。これまでと同じ料金にすべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 利用料金につきましては、現在の地域づくりセンターは、先

ほど議員おっしゃいましたとおり、冷暖房別でございます。利用料金、冷暖房別でございます。

それは今回は、新センターにつきましては完全空調ということで、それを足した、統一した金

額とさせていただいておるものでございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 質問よく聞いてほしいんですが、冷暖房費を含めて２時間４５０円と言った

んです。新しい料金は部屋によって３００円、４００円と違いがありますので、冷暖房費込み

で６００円から８００円、１．３倍から２．４倍にもなるんじゃないかということ言ってます

が、違いますか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 利用料金につきましては、新たな設備等もございますので、

そういったところも含めて、他の地域づくりセンターとの整合性も含めまして決定をさせてい

ただいた、提案させていただいた料金となっております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 結局、引き上がることは否定はされませんでした。必要で、その負担が全部

サークルに来ると。では、この議案にある料金はどこで決めたんですか。町民や検討委員会と

協議したのか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 行政のほうで、私どものほうで、他の施設の利用料金等も含

めて検討させていただき、提案をさせていただいた数字でございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） いつも話を聞きますと、皆さんの意見を聞いて決めると、こういうことやっ

たというふうに言われますが、今ははっきりと自分たちのほうで決めたということが断言され

ました。一番大事なことは、誰にも相談しないで、意見も聞かないで決める、行政が決めると

いうことは、まちづくり基本条例の趣旨に反していると思いませんか、町長に伺います。

○議長（濱田芳晴） 町長。

○町長（箕野博司） 料金等を基本的な考え方は整理をする必要があろうと思いますけども、全て

町民の皆さんに聞くということは難しいと思っております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 料金等は別だが、全て町民から聞くことは考えていない。料金は聞かないで

よかったんですか。もう一度確認をします。
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○議長（濱田芳晴） 町長。

○町長（箕野博司） もともとこの地域づくりセンター、公民館等は旧町ごとに料金が違ってたと

いう問題もありました。それをある程度整合性が取れるような形に今回合わせて見直しをさせ

ていただいたというところもあります。これを町民の皆さんに公表して意見を聞いてというこ

とには、なかなかなじまないというふうに思っておりますので、そういう形で、議会に提案を

させていただいておるところであります。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 町長のまちづくり基本条例の認識は、難しいこと、こういう大事なことは町

民に聞かなくてもいいという認識だということがはっきりと分かりました。第１回のまちづく

り拠点整備検討委員会では、現在サークル活動で使っている人たちの設備面での要望をまとめ

て委員会で検討していきたいとの意見が出されました。しかし、会議録には事務局回答はあり

ません。その後も議題となっていません。ワークショップだけでなく、サークル代表者会議等

でいろいろ意見を言っても聞いてもらえないというふうに聞きました。まちづくり拠点整備検

討委員会で、なぜこれらの問題、特に料金の問題が議題にならなかったのか、先ほどありまし

たけど、検討委員会で１回目で言ってるのに、なぜ議題とならなかったのか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 料金につきましては、先ほど町長申し上げましたとおりの経

過でございますので、特に全体かけるということは行っておりません。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 大事なことは検討委員会にはかけないということがはっきりとされました。

結局利用者のことは考えていないというのは非常に残念です。従来の料金に戻すよう求め、今

議会での条例には反対せざるを得ません。次に、八重東地区振興会の件、これは度々本会議で

も取上げられていますが、ここには拠点の基幹集会所はないため、新センターは優先的に使っ

てもらうということになっています。八重東地区振興会の備品類の収納及び通常優先的に利用

できる会議室等はあるのか伺います。どこでしょうか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 八重東地区振興会の優先利用していただける部屋につきまし

ては、まちづくりセンター東側の第３研修室でございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 第３研修室というのは、小会議室とも言うのではないかと思いますが、そこ

の収納は使える。小会議室を使うときは、３～４人、４～５人ぐらいだと思いますが、そこは

優先的に使えるのか、どういう形で、予約が入っているときにどうするのか。料金はどうなる

のか。さらに、そこに入り切れない、役員等関係者集めた２０数人とかの会議のときには利用

料はどうなるのか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 第３研修室の利用につきましては、優先的な予約をしていた

だくということで進めております。それから利用料金につきましては、通常の利用料金でござ

います。そして入り切らない場合につきましては、他の会議室を利用していただくというもの

でございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。
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○２番（美濃孝二） 八重東振興会が使うときは通常の料金、しかし、八重東の振興会の方に聞き

ますと、電灯、冷暖房費の実費だけというふうに話合いで決まったというふうに決まってます

が、これ間違いなんでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 確認させていただきます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 責任者の方が非常に大事なことについて分からなかったというのは、どうし

ても納得はできません。もう一度しっかり協議をして、場所がないんですから、本当言えば、

指定管理料出してもなんですが、それだけのことはできないんで、無料にするとか半額にする

とか、３分の１にするとか、そういう点も含めて協議をしてもらえますか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 協議が昨年の１１月から１２月にかけて実施をさせていただ

いております。先ほどの件につきましては確認をさせていただき、もう一度お答えさせていた

だきたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） このセンターは地域づくりセンターも入ってて、協働のまちづくりの拠点と、

全町の拠点と。とりわけ八重東地区はないので優先的にという中で、そういう配慮が非常にな

いんじゃないかと思わざるを得ないのが残念です。次に、社協の事務所について伺います。

配食のボランティアをされている方から、狭いんじゃないかとか、弁当はどこに置くのかや、

空き室などで、今の事務所を使って空き室に使うそうですが、非常にみんなと話合いができて

有効に活用していたが、これからはどうなるのかという質問がありました。これまでのように

社協関係者が会議室等利用する場合は無料になりますか。また、多くの備品の保管場所はある

のか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 施設内の事務所以外の会議室を利用される場合の利用料金に

つきましては、基本的に減免とさせていただく予定でございます。なお、先ほどございました

備品の管理につきましては、社会福祉協議会のほうで検討していただくこととしております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 社協で検討されるということですが、今のプレハブはどうなるんでしょうか。

引き続き活用できるのか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 当分の間は、そのまま利用していただくこととなります。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） しっかりと活動が保障されるよう協議をお願いします。あと職員の配置につ

いて伺います。身近なまちづくり拠点として、町職員の配置はどうなるのか。どの課が何人常

駐するのか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 現在検討を行っている段階でございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） いつ決まりますか、伺います。
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○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） ４月１日には決定しております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 分かりました。そういう人事の配置等なるのかもしれませんが、聞いてもあ

まり答えてもらえないと思いますが、基本計画では、地域振興業務を担う部署の事務室を整備

すると。さらに生涯学習業務を行う部署の事務室を整備するとあり、事務室を整備するとあり

ますが、事務室はあるんでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 事務室はございませんが、事務スペースとして、総合カウン

ター内を設置しております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） カウンター、８人ぐらいの方が円弧になってるんですけど、そこで、どうい

う相談ができるんでしょうか、地域づくりの相談となると、例えば芸北の先ほどのＪＡ店舗の

話も言いました。その後、協働のまちづくりということでやるという話ですが、各地区の住民

の方が、地域の問題や課題を解決したい場合、また将来ビジョンを一緒に考えたい。新センタ

ーは全町のセンターでもあるというふうに言われますが、ここに行って、カウンター越しに相

談をすることになるのか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） まず、受付カウンターございますけども、そこでお話を聞き

まして、ほかの会議室等もございます。そういったところで種々お話をさせていただければと

思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 基本計画では事務室を置くとなるのも、これも全然取上げられていません。

残念であります。次に集団健診について伺います。千代田の集団健診は開発センターで行われ

ていますが、現在、狭い寒いと不評です。せっかく立派で広い施設ができたのだから活用すべ

きではないかと考えますが、どうでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 健診で利用していただくことは可能であると考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 可能ということですね、集団健診。あそこではできるということですね。も

う一回お願いします。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 利用することは可能でございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） なかなか担当者に聞いても、そうなってないという話もあったんで、確認を

させてもらいました。しっかりと協議をしていただきたい。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 集団健診でまちづくりセンターを利用ということで、実際まちづくりセ

ンターに出向き、集団健診の実施が可能か検討はさせてもらっております。一日当たり１２０

名が受検される予定でございますが、使用する部屋やトイレの位置等の動線を考えますと、図
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書スペース以外を専用使用する必要がございます。前日の午後ぐらいから準備が必要でござい

ます。連続して使用する日もあることから、利用者の皆様にご不便をおかけすることになると

判断しまして、来年度は開発センターで集団健診を計画しております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 保健課長の話はそうであります。せっかくですので、よく相談をして、どう

したらできるか、入り口も４か所ありますから。会議室もあります。早くから予定を立てて実

施をしてほしいという要望はしておきます。次に防災設備です。基本計画には災害時には避難

所となるよう諸室を工夫し、防災用品備蓄庫を整備するとあります。設計者の技術提案書やパ

ブコメ、ワークショップ等で出された開放する部屋、仕切り板や段ボールベッド、毛布など備

蓄品の内容と量、Ｗｉ－Ｆｉ、スマホ充電設備、屋外へのマンホールトイレ、かまどベンチな

どが出ておりますが、これらは設置されるのかどうか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 防災用品につきましては、各施設に保管するのではなく、備

蓄倉庫に保管し、有事の際に配置していただきます。Ｗｉ－Ｆｉ環境につきましては、平常時

から開放する予定でございます。各社対応のスマホ充電施設、屋外へのマンホールトイレ、か

まどベンチ等につきましては整備しておりません。以上です。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 残念ですね。ここも住民の皆さんからの意見などが取り上げられていません

でした。これらについてパブリックコメントがあって、その回答が検討委員会で議論されてい

ます。これらについては諮問対象外のため、参考意見とすると回答されておりますが、参考し

たが、設置しなかったのかどうかということでいいのかどうか伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） パブリックコメントにつきましては、議員おっしゃったとお

り、参考意見となった案件でございます。整備につきまして参考とさせていただきましたけど

も、自家発電装置につきましては設置させていただきました。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 大事な防災センター、あそこはどうなるのかというのはイメージつきません

が、経過はそういうことであります。第２回ワークショップで、修道大学のファシリテーター

は、声の大きな人の意見のみを聞くのではなく、小さな声、つぶやきも拾う、固まっていない

ものに重要な未来のヒントがあると助言をしています。しかし第３回検討委員会の会議録を見

ますと、委員から、ワークショップという一つの手法が町民のガス抜きに利用されているだけ

ではないかと懸念の意見が出されております。これ全部会議録に出ています。これまで紹介し

てきたように、住民や利用者の意見がほとんど反映されていないのはなぜか、伺います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 各ワークショップにおいて、できることできないこと等々も

あります。全てができるわけではございませんので、可能な限り対応させていただいたという

ことでございます。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 可能な限りというと、大体８割、９割方やったよということですが、先ほど

聞いた点は全然取上げられていない、残念です。最後に、あるサークルの方から、今の構造物
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では希望する活動ができないと思います。現状より機能が低下することは情けない、文化活動

が十分に活動できる場が欲しかった。こんな実体的に役に立たないものをつくった責任は行政

全体、町議会全体の大変な問題ですと訴えておられます。町長は、この訴えにどう回答します

か、何とも思いませんか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 町長。

○町長（箕野博司） それぞれ考え方はあるかも分かりませんけども、今までの施設よりは使いや

すい施設になったというふうに思っております。これから細かいところは運営委員会、あるい

はサークルの代表者会議等もありますので、そういったところでしっかり議論しながら進めて

いきたいと思っております。施設はできるわけでありますけども、しっかり利用してもらうと

いうことが大切だと思っておりますので、そういうふうに進めてまいりたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） このセンター様々な問題があります。今言われたように、できてしまったも

のは仕方がないという意見もあります。再度いろいろ利用してもらうために検討するというこ

とありますが、再度伺います。仮設ステージ、屋外倉庫、屋外でもいいんですが、トイレの問

題が問題になれば屋外にでも設置するとか、防音設備を会議室にも行うとか、ガラス張りの部

屋はあるけれども、そこで音楽をかけることはできないということですよね。また集団健診の

話がありました。保健課とよく調整をして、利用状況を工夫しながら使えるようにして、少し

でも利用しやすく喜んでもらえるよう、もっと意見を聞いて改善してほしい。町長はそうしま

すということは言われました。たくさんの意見を今日の一般質問では全てを取り上げることは

できませんでした。しかし、今日の答弁では、新センターを諦め、他の施設を使わざるを得な

いサークルが出てくるのではないかと危惧されます。しかしこのままでは困ります。これから

も利用しやすく、喜ばれる新センターにするため、しっかりと利用者の皆さんや住民の皆さん

の意見を聞いて、改善策を一緒に考えていってほしいし、私自身も引き続き考えていきたいと

いうふうに述べておきます。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 先ほど質問で答弁漏れがございましたので、回答させてもら

います。開発センターのホールの利用料金につきましては、１時間当たり３８００円でござい

ます。それから八重東地区の振興会、会議等での利用につきましては７割の減免というもので

ございます。以上です。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 開発センターを使ってくださいというふうにはなりませんよね、１時間３８

００円もかかっては。それはしっかりと調べてからお答えしていただくよう、特に住民の方に

は答えていただくようお願いをしておきます。新型コロナについてです。時間もありませんの

で、質問をかなり端折ります。爆発的な新型コロナの感染拡大に全国民は大変心配しています。

北広島町でも町外含めて７人の感染者が確認され、いつ誰が感染してもおかしくない緊迫した

状況が続いています。そのため、町民の皆さんの命と健康を守る町行政として、どのような対

応をするのか伺います。まず、認識を伺います。現在の新型コロナの感染拡大に対する町長の

所見及び行政としての対応について伺います。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 広島県では、２月７日まで第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中
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対策期間中ではございますが、各種対策の効果が現れ、広島市においてもステージ２相当に改

善が見られているところです。集中対策によりまして新規感染者数に減少傾向が見られますが、

職場や家庭内における感染者の割合が高いことや、感染の再拡大を防ぎつつ、新規感染者の発

生をより低いレベルに抑え込むため、第３次集中対策として２１日までの期間延長を昨日決定

されたところでございます。推定感染経路として、職場や会食時などの感染により、ウイルス

が家庭に持ち込まれることによる感染が多いことや、市中感染のリスクが継続していることか

ら、議員おっしゃられますとおり、いつ誰が感染してもおかしくない状況であると認識してお

ります。現在の町の対応としましては、先ほど質問にもございましたように、新型コロナウイ

ルスワクチン接種に向けて、郡医師会や町内医療機関のご協力を頂きながら、接種実施体制を

調整している段階ではございます。円滑な接種体制を構築し、できるだけ早期に確実な情報を

町民の皆様へ提供してまいりたいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） それでは、ちょっと端折りまして、２点ほど伺います。１２月議会で医療、

介護、福祉施設の従業員に対するＰＣＲ検査について伺いました。県は、介護施設従業員の定

期検査は、調べたところ、入所施設にとどまっていて、通所、訪問施設の従業員は現在も対象

外となっていますが、なぜなのか、分かりましたら、お答えください。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 現在、県内にあります５つのＰＣＲ検査センターにおきまして、医療、

福祉関係者も含め、８施設等の従事者や従業員やその家族、取引等で出入りする者などを対象

に受検できる体制となっております。質問のほうは、なぜできないのかという質問でしたので、

できる体制となっておるというような答弁にさせていただいております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 私が聞いたのは、介護施設で入所施設だけで、通所、訪問施設の従業員は対

象になっていないのではないか、なぜですかと聞いたんですが、分からなければ分からないと

言ってください。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 訪問事業所につきましては、できてない理由は把握しておりません。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） １２月議会では７施設の高齢者・障害者施設と言われました。ようく聞くと、

入所施設だけということでした。県議会でもそういう議論になっております。ヘルパーさんの

意見では、親族と接点があるお年寄りを介護する通所、訪問のほうが感染する確率は高いんじ

ゃないかと非常に心配されておられます。そこで伺いますが、通所・訪問介護施設の従業員も

実施するよう県に要望するつもりはないですか。また県がやらなければ、町で単独ででも実施

する考えはないか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 今のところ、そのような考えはございません。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） 細かい質問通告してないんで、やむを得ないかもしれません。それでは最後

にします。市内の２８万対象のＰＣＲ検査について、隣である、接している北広島町も対象に

すべきじゃないか。そうすると、陽性と言われる人がたくさん出てくるんじゃないか。ところ
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が今は落ち着いてきているから自宅療養はないようですが、自宅療養も可能性があるんじゃな

いか。そういう点で検査だけじゃなくて、療養施設の拡充を求めるべきじゃないかという、こ

れは通告しておりますが、これについての認識を伺います。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 広島市における新規感染者に占める市中感染の割合が高いことから、早

期に感染者を捕捉して感染の連鎖を遮断していく必要があるため、ＰＣＲ検査の集中的な実施

を県のほうで現在準備をされております。対象地域は、広島市のうち、これまで感染者数やＰ

ＣＲ検査センターでの陽性率が高い区域であります旧市内、中区、東区、南区、西区、この４

つの区の住民、就業者の方となっており、新規感染者の状況を鑑みますと、本町を対象地域に

含めるのは難しいと考えております。また、感染者の受入医療機関の病床利用率につきまして

は、２月３日現在で３３．１％、宿泊療養施設におきましては、施設利用率１０％となってお

り、今後一気に感染拡大しない限り、自宅療養を強いられる状況にないと考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） ちょっと認識甘いんじゃないかと思うんですけど、２８万人対象にしたら３

０００人前後の陽性者が出るのではないかと県は想定をしておりますよね。そうしますと、そ

の人たちが施設に入ると、例えば北広島町で陽性者が出ても入れないんじゃないかという心配

をするんですが、そういうことはないでしょうか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） 陽性者が多いということになりますと、ないということは言い切れない

と思います。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そうであるならば、施設の拡充を求めてもらいたいということを言っておき

ます。同じく１２月議会では、飲食業への補償について聞きましたが、特に考えていないとの

ことでした。しかし、年末年始の注文や予約はほとんどなく、経営に深刻な影響が出ています。

町内飲食業者の実態はどうなのか、また、国の第３次補正の活用や町独自の支援は考えておら

れないか、伺います。

○議長（濱田芳晴） 商工観光課長。

○商工観光課長（中川克也） 新型コロナウイルス感染拡大につきましては、大人数での飲食が原

因の一つとされまして、感染者が多く発生している都市部では、営業時間の短縮要請が出るな

ど、飲食業者にとっては厳しい状況にあります。本町内の飲食業者にとってもかなりの影響が

出ているということは業者の方などからお聞きをしております。独自の支援策ということでご

ざいますけれども、このたび広島県で、２月の３日、４日で臨時県議会が開会されまして、そ

こで飲食店を対象とする支援策が採択をされております。本町といたしましても、これまでも

県と意見交換や協議をしておりましたけれども、今後も県、それから町の商工会と連携して、

今回、県が採択されました飲食店の支援する制度、こちらをしっかり事業を進めてまいりたい

と考えております。

○議長（濱田芳晴） 美濃議員。

○２番（美濃孝二） そういう形で早く、手続が遅れていかないように、十分になるかどうか、よ

く意見を聞きながら進めてほしいと思います。行政として優先すべきは町民の皆さんの命と暮

らしです。限られた財源をコロナ対策、医療、介護、福祉、暮らしを支援するために使うよう
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求めて終わります。

○議長（濱田芳晴） これで美濃議員の質問を終わります。ここで質問席の消毒作業などを行うた

め、暫時休憩をします。３時から再開します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ２時 ４８分 休 憩

午後 ３時 ００分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（濱田芳晴） 再開します。

先ほど美濃議員の質問に対して、保健課のほうから答弁の訂正がありますので、保健課長。

○保健課長（迫井一深） 先ほどの美濃議員の質問、通所、訪問施設の従業員に対するＰＣＲ検査

でございますが、１月１８日より最初に答弁させてもらいましたとおり、県内５つのＰＣＲ検

査センターで実施できるようになっております。

○議長（濱田芳晴） それでは一般質問に入らせていただきます。次に、３番、真倉議員。

○３番（真倉和之） ３番、真倉和之です。今期我々は任期中の最後の質問になりますが、最後、

締めて閉じたいと思います。さきに通告しておりますきたひろＤＸチームは、コスト削減と財

政健全化にどう取り組まれるのか、お聞きをしてみたいと思います。令和２年度は全世界をは

じめ日本も新型コロナウイルスの感染拡大は、地域経済活動の停滞は、人の心と行動に与えた

影響は大きく、今も感染拡大が続いていますが、国は先進国の中でデジタル化の遅れを認め、

令和２年度第２次補正予算で、新型コロナウイルス地方創生臨時交付金により全国に高度無線

環境整備推進事業を進められ、デジタル化社会の実現を目指して取組を進められております。

北広島町においても、光ファイバー網の整備や農業、医療、福祉、教育、観光、地場産業など、

あらゆる分野へ活用するために庁舎内にきたひろＤＸチームを立ち上げられ、北広島町の持続

可能な組織への取組を始められましたが、いかにデジタル化社会に入ろうとも、将来にわたる

費用対効果の議論をしっかりしていくことは望まれますが、北広島町のＤＸチームは、北広島

町の将来の形をつくるためのデジタル化を未来に向けて付加価値をどのようにつけ、ＡＩ人工

知能、ＲＰＡロボットを利用した必要なコスト削減と財政効果を出し、業務の効率化を進めよ

うと考えておられるのか、次の事項をお伺いしてみたいと思います。初めに、令和２年４月か

ら制度スタートした任用職員制度は、働き方改革により自治体の重要な担い手となっていた臨

時職員の方の任用条件を確保するために導入された制度で、この制度で一番の悩みはコストの

上昇です。これまでの自治体の行政改革は、職員を削減して非正規職員化することで財政削減

効果を出されていた経過がありますが、現在任用職員は何人在職されており、この部分の人件

費は国からの交付税措置が幾らあるのか、併せてお聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 会計年度任用職員の職員数でございます。いろんな勤務形態がございま

すけども、令和３年２月１日現在で１８３名おります。そのうち週３０時間以上勤務の常勤的
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勤務をしている会計年度任用職員は８１名でございます。また、会計年度任用職員制度に係る

交付税措置でございますが、包括算定の中で一括計上するとされておりますので、その額は分

かりません。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 答弁いただきましたが、会計年度任用職員の報酬になってますが、交付税措

置、包括算定額に入っているので、どのぐらいになっているか分からんということであります

が、このコスト上昇分を自前で捻出する努力が必要で、それにはＤＸチームの取組を進化させ、

ＩＣＴやＡＩを活用した業務の効率は待ったなしだと思いますが、このコスト上昇分を吸収で

きる財源を考えておられるのか、どこで考えておられるのか、お聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） コスト上昇分の考え方でございますけども、この任用制度を導入したと

きに制度構築を行う際、勤務時間の調整でありますとか、期末手当の支払いの制度の検討等し

て、コスト的には臨時職員制度から比較して約７％ぐらい上がったものでございます。この部

分につきましては、先ほどのご指摘ありましたような業務の効率化、ＲＰＡ、ＡＩ等活用しな

がら、そこら辺の効率化を図っていく必要があろうかと思っております。今現在、そのための

取組を進めているところでございます。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 次に、２０４０年問題が取り上げられるようになり、人手不足の対応が喫緊

の課題として認識されるようになり、ＲＰＡロボットやＡＩ人工知能にかわるツールの一つと

して注目を集め、総務省の令和元年度自治体行政スマートプランに全国３地区のグループが採

用された事例も紹介されてましたが、事例では、自治体の基本業務は、住民基本台帳、税務内

部管理、福祉を対象に行政間の共同のグループをつくり取り組まれていますが、これは近い将

来見据えて、ＲＰＡロボットやＡＩ人工知能導入と運用に向けた取組は、自治体の持続可能な

組織の在り方の取組と思いますが、北広島町のＤＸチームの現状の取組状況とＤＸチームの未

来の形は何年度を目標として取り組まれているのか。また、行政改革、財政削減効果にどのよ

うに反映できるとお考えか、お聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 働き方や生活環境が急速に変化していく中、デジタル技術を活用して、

町民の皆さんの生活を便利にし、活力あるまちづくりを進めていくことを目的として、きたひ

ろＤＸチームを設置したものでございます。この取組としまして、これまで地域産業のデジタ

ル化と行政事務のデジタル化へ向けての構想等具体的な施策の展開に向けて取り組んでいると

ころでございます。行政事務のデジタル化につきましては、ＡＩやＲＰＡを有効的に活用する

ことなどにより業務のスリム化によるコスト軽減や町民の皆さんの利便性向上を図ることを目

的に取り組んでおります。また、公文書のデジタル化に向けた電子決済の導入やＡＩ機能の導

入などについても具体的な検討を進めているところでございます。また、指摘のありましたリ

ーフレット未来のカタチにつきましては、町民の皆さんと一緒にアイデアを出し合って、地域

産業のデジタル化を推進していくための啓発資料でございます。特に目標年度は設定しており

ません。今後、町民の皆さんや企業とも意見交換をしながら進めてまいりたいと思っておりま

す。これらの取組により事務の効率化と住民サービスの向上が図られると思います。財政削減

効果につきましては、それぞれの取組において目標を設定しながら今後進めてまいりたいと考
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えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 答弁をいただきましたが、２点ほどお伺いしてみたいと思います。１点目に、

行政改革効果は令和４年度から始まる第４次行政改革に取り入れ、反映できるとお考えか、お

聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 行政改革大綱第４次、令和４年度からでございますけども、令和３年度

において、これを策定をする予定でございます。当然にこの行政事務のデジタル化等による事

務の効率化、削減化は盛り込んでいくというふうなことは考えております。その他効果のある

取組についても含めて盛り込んでいくよう考えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 前向きな答弁をいただきましたが、２点目に財政削減効果について、人件費、

公債費、物件費の削減効果に努力していただく方策はないかお伺いしてみたいと思いますが、

これは令和元年度の決算を見ますと、町税の歳入が２９億９０００万余りであります。歳出で、

人件費が２６億円余り要ってるんですね。大枠、自主財源ぐらいがこれにかかっているという

ことがありますので、その点についてしっかり議論していただきたいというように思っており

ます。行政改革できるということでありましたが、よく行政の書物の中で言われていることは、

成果を求めるのは会社であるが、成果をあまり求められない官公庁というようなことがよく書

かれておりますが、そういうことがないような取組をよろしくお願いしたいと思います。

次に、令和２年度３月後半からコロナウイルス感染の報道が始まり、町内企業の業績が下向き

になったことは非常に残念ですが、このことは、北広島町の財政に大きな影響があると予想さ

れます。こんな時期こそ執行者、職員、私たちも心一つにして町民のために協力し、頑張り、

元気なまちづくりを進めていかなければなりませんが、私は常々感じていることは、町外から

勤務していただいている職員の方にふるさと納税の協力をお願いすることはできないかお聞き

をしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 町外に住所を有する町職員に対するふるさと納税の協力につ

きましては、管理職会議において、課長を通じて各職員に依頼を行っております。また、納税

を依頼するチラシを職員のパソコンのポータルサイトに掲載するなどして協力を呼びかけてい

るところでございます。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 前向きなような答弁もいただきましたが、私が調べた平成２８年度の時点で、

本庁、支所、消防署、豊平病院に勤務いただいている方の町外率は１９．３％でありましたが、

現在は、何人の方が町外より勤務がおられ、町外率は幾らかお聞きしますと同時に、例えばふ

るさと納税を５万円協力頂いた場合は、適用下限限度の２０００円を引いた４万８０００円が

単純計算で所得税、個人町民税の控除の対象になります。その上にふるさと納税の返戻品があ

るわけでありますが、ぜひご協力を再度お願いしたく、お聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） まずは、職員の町外居住の率でございます。令和２年４月１日現在にな

りますけども、２８７名の職員のうち５４人が町外居住となります。率として１８．８％でご
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ざいます。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 自主財源を確保していく上におきまして、ふるさと納税とい

うのは大変に有効な手法であるというふうに考えております。職員に対しましても、引き続き

納税について依頼をするとともに、町外に対しても、しっかりとふるさと納税が増額できるよ

うに取組を行ってまいりたいというふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 我々の町ですから、我々の町へ働くこととして、そのお返しは、ふるさと納

税というものはご協力をお願いしたいというように思います。次の質問に移ります。自治体と

地域社会の未来についてのお考えをお聞きしてみたいと思います。現状の我が国は少子高齢化

が進む中で、これからの地域社会や地方自治体はどう進むのだろうと考えます。国は、市町村

に行政のフルセット主義を求めて進められたのが国策としての市町村合併であり、勝者なき競

争を強いてきたのが国策としての地方創生だと私は思います。その結果生じたのが豊かさを実

感できない地域社会や我々の町民生活ですが、自治体の使命は、今日と同じように明日も暮ら

し続けられるということを町民に保障することだと思います。激変する環境の中で、このこと

を実現するには、構想力と創造性が必要になりますが、ＲＰＡ・ＡＩが導入されても自治体の

使命に変わりはありませんが、次の７点についてお聞きをしてみたいと思います。初めに人口

問題についてお聞きします。日本の人口減少は、平成２０年（２００８年）をピークに減少が

始まっています。北広島町の人口は、人口ビジョンによる人口推計は外国人を含めて上回って

いますが、例えば明日から突然たくさんの子供が生まれ始めても、この流れを変えるには、２

世代から３世代の間が必要と言われますが、私たちが生きている間は人口減少傾向には変わり

はありませんが、人口減少が進んでも、みんなが地域で暮らしていけるように仕組みをどう整

えようと考えておられるのか、お聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 日本の総人口は２００８年をピークに減少に転じております。

国立社会保障人口問題研究所の推計によりますと、２０６５年には総人口が８８０８万人にな

るとされております。本町においても、人口減少が続くとともに年齢構成も大きく変化してお

ります。同研究所による本町の人口推計では、２０１０年の１万９９６９人から２０４５年に

は１万３０００人を割り込むと予測されているものの、前回推計と比較しますと、減少率がマ

イナス３２．３％から、マイナス３１．４％と０．９ポイント低下しております。つまり推計

されていた人口よりも０．９ポイント推計人口が上回ったということでございます。しかしな

がら人口減少は避けて通れない現実でございます。こうした現状を踏まえ、今年度４月に第２

期北広島町総合戦略を策定し、４つの基本目標を掲げて、施策を総合的に取り組むことにより

人口の抑制とともに、誰もが住みたい、住んでよかった、住み続けたいと思えるまちづくりを

目指すこととしております。それらの施策の中で、地域での暮らしに対する取組についての共

通する方向性といたしましては、地域コミュニティを維持し、発展させていくことが重要であ

ると考えております。それらを実現させるためには、地域を担う人づくりへ継続的に取り組む

こと、そして住民同士が支え合うという意識の醸成に取り組まなければならないと考えており

ます。人づくりの具体的な取組といたしましては、昨年度から学び塾において様々な分野の人

材の育成を図ってきております。その方たちが地域においてリーダーとして地域活動を進めて
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いただくという仕組みづくりに取り組んでおります。しっかりとした仕組みづくりができるま

で継続的に取組を進めてまいります。また、支え合いにつきましては、健康づくり事業や自主

防災組織を通じた活動など、様々な活動を通じて支え合いの意識の醸成を図ってまいりたいと

考えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） いろいろな答弁をいただきましたが、着実に実行して、本当に住んでよかっ

たという町にしようではありませんか。次に私は、人口減少は北広島町から地区外への転出も

ありますが、自然動態による人口減による要因と考えます。この自然動態による出生数の増加

に向けて、現在取り組まれている状況、次年度以降も取り組もうとされている新しい施策と、

単身世帯が今後増加すると言われていますが、今後の対応策をどう考えていけばいいんだろう

か、お聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 出生数の増加を図るためには、若い世代が安心して結婚し、子供を産み

育てていけると、希望が持てるよう、家庭、子育てと仕事との両立ができる環境が必要でござ

います。同時に経済的な安定が得られる就業、生活環境も必要であると考えております。

町としましては、これまで結婚促進を図るため、婚活イベント事業を実施する団体への支援や

結婚後は妊娠を望む夫婦に対し、不妊治療費助成事業を実施するなど取り組んできているとこ

ろでございます。また、妊娠、出産後には、産前・産後ヘルパー派遣事業や保護者の就労機会

の確保のための保育施設の管理運営、ネウボラ事業などを実施し、子育てしやすい環境づくり

に取り組んでいるところでございます。来年度以降も引き続き、こうした子育て支援事業を継

続し、子育て環境の整備を図っていくと同時に、今後は、光ファイバー網の整備によるＦＴＴ

Ｈ化などにより、新たな子育て、教育環境の整備を図っていけると考えております。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 若者の単身世帯のみならず、若い世代のＩターンやＵターン

を促進することにつきましては、定住人口、ひいては出生数の増加につながることから重要な

取組であると考えております。定住施策で申し上げますと、Ｕターン奨励金や新規定住化促進

対策事業など継続するとともに、新たな施策についても検討してまいります。また、生活をす

る上で必要不可欠となっております光ファイバー網の整備によるＦＴＴＨ化や子育て、教育と

いった総合的な施策の展開によりまして、若年層を含む移住者の増に取り組んでまいりたいと

考えているところでございます。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） なかなか聞かせてもらえると、まとめるには大変でありますが、次に、農村

の未来を開く展望についてお聞きしてみたいと思います。北広島町の農業振興計画は、平成２

９年３月に１０か年計画が策定され、前期５か年計画の仕上げの年度になりますが、北広島町

の基幹産業である農業も、農業従事者の年齢構成も６５歳以上の方が８０％を占めている状況

の中で、北広島町の農業振興計画の前期の５か年で、基本目標とされている施策について、３

点お聞きをしてみたいと思います。１点目は、優良農地の保全は圃場整備田の耕作放棄の要因

をどう捉えておられるのか。また、有害鳥獣による被害で耕作放棄地はないか。また、その対

応を併せてお聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 農林課長。
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○農林課長（宮地弥樹） １つ目の質問の圃場整備田の耕作放棄地の要因についてでございますけ

ども、町内の耕作放棄地につきましては増加しているというふうに認識しております。圃場整

備田につきましては、農業委員会が毎年行います農地パトロールによります農地利用状況調査

において、再生利用困難と見込まれる荒廃農地のうち、圃場整備田は、令和２年度で約２７ヘ

クタールの状況でございます。要因としましては、農業従事者の高齢化によります耕作困難な

農地の増及びそういった農地の受け手の不在が主な要因と考えております。町としましては、

優良農地の耕作放棄地の発生防止は最重点課題として認識しておりますし、今後、取組につき

ましては、日本型直接支払制度の活用によります農地維持と併せまして、農地の受け手となり

ます担い手の育成等が最重要であるというふうに考えております。このため、農地中間管理機

構を利用しました農地集積、併せまして受け手であります担い手の経営基盤強化に向けまして、

スマート農業の研修会等を開催しながら、そういった取組を関係機関と連携しながら進めてい

る状況でございます。それから２つ目の質問でございますけども、有害鳥獣によります耕作放

棄地はないかとの質問でございますけども、有害鳥獣被害によりまして生産コストの増、その

ことによりまして、農業意欲をなくされている方がおられることにつきましては把握をしてい

る状況でございます。今後とも有害鳥獣対策としまして、防護柵の設置でありますとか、わな

の購入補助の実施、それからきたひろ学び塾などの講習会によりまして、免許の取得者の増に

向けて取り組んでいきたいと思っております。併せまして、本年度から取組を進めております

けども、箱わなの貸出制度を中心にしながら、地域ぐるみでの取組を今後進めていきたいとい

うふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 圃場整備田、優良農地ですね。私も八重地区・県営圃場整備の事務局を持っ

て、本当に圃場整備するのに辛苦してまいりましたが、これが現況荒れてくるところを見ると、

本当に残念だなという気持ちでいっぱいでありますので、一緒にどうぞこのものを発生せんよ

うに努力していきたいというように思っておりますが、２点目に、北広島町のブランドの構築

の産地強化がもう少し元気出してもらいたいということであります。私から見たら、農林関係

の補助金、負担金の種類が６９項目ありますが、その補助あるいは負担分をできるだけ集中と

選択により、ブランド育成のほうへ予算向けていくことはできないか、お聞きしてみたいと思

います。

○議長（濱田芳晴） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 選択と集中によりまして、北広島町のブランドづくりに集中できないか

という質問でございますけど、現在、ブランドづくりに向けた取組としましては、ホウレンソ

ウにおきまして、本町の標高差を利用しました周年でリレー出荷ができる強みを生かす取組と

しまして、統一ロゴマークを作成いたしまして、その出荷袋によります取組を進めている状況

でございます。野菜フェア等によりまして、消費者へのＰＲ等を今後とも進めていきまして、

北広島町産のホウレンソウの認知度向上に向けて取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。米につきましては、芸北地域におきまして、本年度、芸北高原米銀のしずくが新たにブ

ランド米として誕生したところでございます。その他の地域におきましても地域の特色を生か

した米が生産されております。引き続き生産者、関係機関と連携しながら、取組を進めていき

たいというふうに思っております。なかなか、ご指摘のようにブランド化に向けてのところが

弱いということがありますけども、今後とも本町の特色を生かしました農産物のブランドづく
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りに向けて、限られた財源の中ではありますけども、選択と集中踏まえながら取り組んでいき

たいというふうに思っております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） やはり農業地帯でありますので、前向きなものは、どうしても出していただ

きたいというように思いますし、３点目に、農業従事者の高齢化と農業就労人口の減少、農産

物消費の減少、有害鳥獣対策と農地の荒廃防止など、今後北広島町の第３次農業振興計画の中

間見直しにおいて、今後のスマート農業の取り組まれる姿勢をお聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 第３次の農業振興計画につきましては、平成２９年３月に策定いたしま

して、農用地の保全と集積をはじめとします６つの柱の施策によりまして、地域に根づき、未

来を担う人づくりを行いまして、農地保全、産地強化、地域の活性化に取り組むこととしてお

ります。計画期間は、平成３８年度までとしておりましたけども、社会情勢及び農業・農村を

取り巻く環境を考慮しまして、おおむね５年ごとに見直しを行うこととしており、令和３年度

に見直しに向けての取組を予定としている状況でございます。計画策定時よりも農業・農村を

取り巻く環境は大きく変化しておりまして、スマート農業もその一つの状況というふうに認識

しております。本町におきます今後の農業振興におきまして、スマート農業は重要と考えてお

りまして、次の農業振興計画の見直しにおけます最重要部分として取り組んでいきたいという

ふうに考えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 答弁いただきましたが、いずれにしても、今からは高齢化が進んでまいりま

すので、スマート農業どうしても取り入れていかにゃならんというように思います。今年の令

和３年１月１６日土曜日のホームテレビの６時３０分からのごはんジャパン広島キャベツ＆お

好み焼きで放送されました広島県庄原市の農場が取り組まれているスマート農業の状況が放送

されましたが、ドローンを使って広大なキャベツ畑のキャベツの玉の大きさを確認され、機械

で収穫されている様子、ミニトマト、アスパラガスの収穫がＡＩ機器で収穫が行われている状

況が放送されましたが、スマート農業を今からどうしても進んでいっていただきたい、取り組

んでいただきたいということでもう少し踏み込んだお考えをお聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） ご指摘のように、スマート農業につきましては、今後の高齢化に伴いま

す対策としまして、労働力の省力化でありますとか作業の効率化、それからコスト削減、また

は、新たな雇用を生み出す可能性も秘めているところでございます。そういった意味で、今後

とも重要というふうに認識しております。国におきましては、スマート農業実証試験を実施し

ながら普及に取り組んでいる状況でございます。各メーカー等からも様々な機械等が発表され

ている状況でございます。現在町におきましては、施設園芸につきましては、これも一定の条

件はありますけども、園芸産地強化支援事業の中で、生産機能強化対策事業の中で、そういっ

たスマート農業への対応の支援も行っている状況でございます。併せまして、水稲関係におき

ましては、これも認定農家等の一定の条件はございますけども、水田農業経営体育成支援事業

の中の水稲先端技術導入支援事業におきまして、ドローン等の購入支援も行っております。今

後、様々なスマート農業が本町にとっても対応可能という可能性があるわけでございますけど

も、そういった状況を踏まえながら、取組について、そういった支援策について、または実証
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試験等も踏まえながら、情報収集を見込みながら、取組を進めていきたいというふうに思って

おります。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） この間のスマート農業のＡＩ機械で見るのに、ミニトマト、上手に赤いのを

探していくんですね。アスパラガス、これ長いのも出てます、あれも上手に拾っていくんです

よ。やはり今からそういう時代になってくると思いますので、同時に、人口が減ってくる、高

齢化が進んでくるわけですから、どうしても前向きな取組をしていただきたいということを言

わせていただいておきます。次に、職員が活躍できるチャンスを見いだす評価についてお聞き

します。公務員法の改正により、平成２８年（２０１６年）から自治体職員人事評価制度が導

入され、能力と業績の両面から客観的に評価をし、それを任用、給与など人事管理の基本とす

ることが求められていますが、人事評価制度が導入され５年目に入りますが、職員の働きぶり

を評価しないということは、住民自治の観点からもあり得ませんが、現状の取組状況と昇給、

昇任、勤勉手当に活用され、職員の勤労意欲の向上に役立っているとお考えか、お聞きしてみ

たいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 人事評価制度は、任用、給与などの人事管理と人材育成を目的として取

り組んでいるところでございます。この取組は、活力ある行政組織の実現や効率的な行政運営、

組織内の意識の共有化や業務改善等に資するものと考えております。本町におきましても、国

家公務員や他の自治体と同様に能力評価と業績評価の両面で人事評価を行っているところでご

ざいます。自らの役割や目標を考え、目標達成に意欲的に取り組むことで勤務意欲の向上も図

られていると考えております。まだ、今現在、給与反映等というところまでは進んでおりませ

んけども、精度を高めながら、職員の人材育成等含めて進めてまいりたいと思っております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 答弁いただきましたが、評価はどなたがされているのか、課長さん一人でさ

れているのか、係長さんが第一次をやられて、第二次を課長さんがやられているのか、そこら

をお聞きしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 総務課長。

○総務課長（畑田正法） 考課につきましては、一般職は、一次は、まずは管理職が評価をいたし

ます。二次評価につきましては、副町長ということになっております。管理職につきましては、

副町長が考課をしているということでございます。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 次に、縮小社会の財政見通しについて、２点ほどお聞きしてみたいと思いま

す。１点目に、財政規律が破綻した国の財政とよく言われますが、このことは自治体の未来に

とって、最大の不安は財政であります。人口減少が始まるこれから果たして現在の事業や政策

がこのまま続けていけるかどうかです。自治体の財政は、国の財政と密接に結びついています。

国の財政の債務の上に成り立っている自治体の財政とも言えますが、昨年３月からコロナウイ

ルスの感染拡大で、町の自主財源であります町民税、法人町民税の減少も予想される中で、来

年度の骨格予算と政策予算との総予算額は第３次北広島町の行政改革実施計画に沿った考え方

をもって進められておるのか、お聞きをしてみたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 財政政策課長。
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○財政政策課長（植田優香） 新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の減収が見込まれ、

財源の確保が一段と厳しい状況にあります。令和３年度当初予算の編成方針において、性質ご

とに経費の計上に個別基準を設けて各支出とも極力削減を行い、緊急性かつ必要性のあるもの

に限り適正な事業費を計上することに努め、一般会計当初予算を１３０億円台、決算時に１４

０億円台となる予算編成に取り組んでおります。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） それでは、その計画に組まれたことに沿った予算を、計画はやっておられる

という解釈でいいですね。それでは、次の質問、来年度の予算の考え方についてお聞きしてみ

たいと思いますが、先ほど来、少子高齢化というような社会情勢でありますが、増加する民生

費をどの部分で補おうとされているのか、これは当面の財政政策だと思いますが、お聞きして

みたいと思います。

○議長（濱田芳晴） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 令和３年度当初予算においても老人福祉費、児童福祉費などの民生

費が増加しており、急速な高齢化の進展により今後ますます増加することが予想されます。財

源を確保するために、これまでも行ってまいりましたが、業務の見直しによる徹底した内部管

理経費の削減を行い、補助費等の見直しの継続、事業の圧縮や平準化などにより捻出していき

たいと考えております。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） よう分かりましたが、必ず実行していただきたいと思いますが、次の質問に

いきます。第３次北広島町行政改革実施計画大綱の計画期間が平成２９年度から令和３年度ま

での計画で、財政目標に５点を言われていますが、３点についてお聞きしますので、まとめて

答弁をお願いしたいと思います。１点目、確保できる歳入に見合った歳出額での財政運営、２

点目、一般会計地方債残高、一般会計を１４０億円台の実現。３点目、財政調整基金残高２０

億に積み立てる計画とされていますが、財政目標の見通しについてお聞きしてみたいと思いま

す。

○議長（濱田芳晴） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） １点目の確保できる歳入に見合った歳出額での財政運営についてで

すが、普通交付税の合併特例加算の終了やコロナの影響による町税の減収など、一般財源の確

保が困難であることや、これまで投資的事業の財源としている起債の償還のための公債費、社

会保障のための扶助費などの支出が高額で推移していることから、歳入の減額に対し、歳出の

減額が追いついていない状況が続いております。しかしながら多様化する社会情勢の変化に対

応する必要もあることから、集中と選択により限られた予算の範囲内で着実に対応していくよ

う、財政運営を行ってまいります。２点目の地方債残高１４０億円台の実現についてですが、

第２次行政改革大綱の最終年度である平成２８年度末に一般会計約１６０億円あった地方債残

高は、投資的事業の抑制、平準化を図ったことから、令和３年度末には約１４２億円と見込ん

でおり、１４０億円台となっておりますが、今後も将来に負担を残さないように財政運営に努

めてまいります。３点目の基金残高２５億円に積立ての計画についてですが、平成２７年度末

に約２５億円あった財政調整基金は、普通交付税の合併特例加算の段階的な廃止による財源不

足や平成２９年から続いた災害等への対応により、令和３年度末の残高は約９億円余りとなる

予定であり、目標の達成は困難な状況です。しかしながら、令和３年度の当初予算では、財政
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調整基金を取り崩すことなく予算編成を行っており、今後も計画的に積立てを行ってまいりま

す。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） 答弁いただきましたが、基金については確かに大変だろうと、無理だろうと

いうように思いますが、その中で、今聞かせていただいた中で、地方債残高、これをかなり減

らしてくるというようなこと言われましたが、このことは確実に実施をしていただきたいとい

うように思います。大変苦しい財政事情であることは、誰が、どこの町村行っても同じことで

ありますが、我が町はしっかり頑張ろうという気持ちは忘れていただきたくないというように

思います。次に、自治体北広島町と地域の未来づくりについては、令和２年４月に第２期北広

島町総合戦略を策定され、令和３年度に向けて、北広島町長期総合計画の後期計画の取組、令

和４年度に向けて、第３次北広島町行政改革大綱の策定と、第３次北広島町農業振興計画の中

間見直しと続いていきますが、この計画の整合性を整え、今日と同じように明日も暮らし続け

られる自治体北広島町と地域社会の未来づくりについて、お考えをお聞きしてみたいと思いま

す。

○議長（濱田芳晴） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 北広島町長期総合計画は、計画期間を平成２９年度から令和８年度

までの１０年間としております。令和３年度末で５年間の前期基本計画が終了いたします。続

く５年間の後期基本計画については、今年度及び来年度の２年間で策定を行ってまいります。

今年度から５年間の計画である第２期総合戦略は、人口減少、地方創生に特化した戦略として

おります。この２つの計画はそれぞれ整合性を持ち、連動しているものであり、人口減少、地

方創生、目指す町の将来像の実現に向け、取組を進めているところです。また、農業振興など、

町の具体的な各種計画は、第２次北広島町長期総合計画の方針に基づき、計画を定めておりま

す。人口減少、少子高齢化といった課題に加え、コロナ禍により日常生活が大きく変化してお

りますが、その中で少しでも安心して暮らすことができるよう、今後も各種施策を展開してま

いります。

○議長（濱田芳晴） 真倉議員。

○３番（真倉和之） るる答弁をいただきましたが、私がここで一番聞きたかったのは、昨日と変

わらんような生活をするんだと、それは明日も続けていくんだと。そのための地域づくりに対

する行政の取組方、取り組んでいき方、そのことが一番聞きたかったんですよ。やはり今から

高齢化、近所との兼ね合いが非常に、割と遠くなっていく時代でありますが、そのことをいか

にして、昨日と変わらんような生活が明日もできるようにしていくか、その施策を行政がどう

打っていくか、そのことが私の一番ここで聞きたかった課題でありますが、まちづくり推進課

長、答弁があれば、お聞かせいただきたいと思います。

○議長（濱田芳晴） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 地域が元気で、住む方も元気で住んでいただく、幸せを感じ

ていただくまちづくり、そうした町を継続的にしていくこと、それは大切でございます。先ほ

ども答弁させていただきましたけども、地域コミュニティとやはり人づくり、地域リーダーを

しっかりと育てていくこと、そのことが地域を住み続けられる地域となるというふうに考えて

おりますので、これからもしっかりと地域づくり、それから人づくりに取組を進めてまいりた

いというふうに考えております。
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○議長（濱田芳晴） これで真倉議員の質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。

これをもって会議を閉じます。なお、次の本会議は２月１０日午前１０時から議案の審議、採

決となっていますので、よろしくお願いします。本日はこれで散会いたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ３時 ４９分 散 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


